
【参考資料】 

 
１．人材育成基本方針策定指針                  ・・・・ ｐ５０ 

  （平成９年１１月２８日付自治能第７８号自治省行政局公務員部長通知） 

 

２．「地域における保健師の保健活動について」           ・・・・ ｐ５１ 

（平成２５年４月１９日付け厚生労働省健康局長通知） 

（地域における保健師の保健活動に関する指針） 

 

３．「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」          ・・・・ ｐ６２ 

〇平成２８年３月厚生労働省報告による「保健師に係る研修のあり方等に関する検討

会最終とりまとめ」を参考に活用例を記載したもの 

 

４．「自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別） 」・・・・ ｐ６４ 

〇上記の３．をキャリアレベルごとに自身・上司との面談で活用できるようにチェッ

ク欄等を入れたもの。 

 

５．ポートフォリオの基本                   ・・・・ ｐ７０ 

〇自分のポートフォリオを自身が作成することで、自身の成長の足跡を残すことがで

きます。また各自が学んだこと等を上司の面談の際にポートフォリオを用いること

で自分のことを理解してもらいやすくなり、また上司も面談する保健師の現状やポ

イントを押さえた助言・支援に役立ちます。 

 

６．新人看護職員研修ガイドライン（保健師編） 技術指導の例  ・・・・ ｐ７１ 

〇厚生労働省が示しているガイドラインから「家庭訪問」、「地域診断」について引用。 

 

＝ その他参考になる資料 ＝ 

１．鳥取県職員の人材育成、能力開発に向けた基本方針      ・・・・ ｐ９３ 

（平成２１年１２月作成（現在改訂中）） 

 
２．平成２８年度保健師のキャリア形成推進事業 

「保健活動到達状況のチェックリストVer.1」         ・・・・ ｐ９８ 

  （平成２９年３月公益社団法人日本看護協会） 

https://www.nurse.or.jp/nursing/hokenshi/kyoiku/pdf/checkrist_vol1.pdf 
 
 ３．鳥取県保健師現任教育検討会設置要領            ・・・・ ｐ１１０ 

 

 ４．「鳥取県と市町村保健師の現任教育ガイドライン」策定・見直しに関係する資料 ・・・・ ｐ１１２ 
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平成９年１１月２８日付自治能第７８号公務員部長通知

人材育成基本方針策定指針

地方公共団体が政策形成能力の向上等を図るため、人材育成の目的、方策等を明

確にした人材育成基本方針を策定する際に留意・検討すべき事項の指針。

＜人材育成基本方針策定指針のポイント＞
１ 人材育成の目的の明確化

各地方公共団体が地域の将来像と行政のあり方などを踏まえて、人材育成の目的及びこれから

の時代に求められる職員像を明らかにすることが重要

２ 学習的風土づくり等の総合的取組の推進

職場における様々な場面を人材育成のために活用していくことが必要であり、職場の学習的風

土づくり等の総合的な取組を推進することが重要

① 職場の学習的風土づくりー人を育てる職場環境ー

職場の学習的風土づくりを全庁的に推進していくことが重要

（取組例）職場診断表による診断、学習成果等の発表の場の提供、職員提案制度の実施

② 系統だった人材育成の確立ー人を育てる人事管理ー

人材育成の観点にも十分配慮した人事管理を行っていくことが重要

（取組例）経歴管理システムの確立、庁内公募制の導入、挑戦加点制度

③ 仕事を進める過程の工夫・活用ー人を育てる仕事の進め方ー

仕事を進める過程自体を人材育成の機会として工夫し、活用していくことを組織全体が自覚的

に行うことが重要

（取組例）目標による管理、ＱＣサークル等小集団活動の活用、出前講演・出前トーク

３ 職員研修の充実、多様化

自己啓発、職場研修、職場外研修のそれぞれの特性を踏まえ、研修内容の充実、多様化のため

の方策やそれらの連携のあり方についての検討が重要

① 自己啓発

人材育成の基本である自己啓発を促進するための方策への取組・検討

（取組例）自己啓発のきっかけづくり、自己啓発に取り組みやすい職場風土づくり

② 職場研修

人材育成の中心的な手法である職場研修の全庁的な推進・検討

（取組例）管理監督者の啓発、職場研修ﾏﾆｭｱﾙ等の作成・活用、職場研修推進運動の展開

③ 職場外研修

○研修所研修等 多くの職員に受講機会を与えることと時代に即応した内容が重要

（取組例）地域住民や民間企業との合同研修

○派遣研修 趣旨・目的の明確化等

（取組例）専門職員を含む幅広い分野での派遣、大学院等への派遣

○広域での共同研修 都道府県等が行う研修や広域市町村圏単位の研修などの活用、充実

（取組例）広域共同研修の仕組みづくり

○職種、階層等に応じた研修 多種多様な職種、階層等にふさわしい研修の実施

（取組例）保健福祉関係専門職員研修、議会事務局等職員研修、研修担当職員研修

４ 人材育成推進体制の整備等

① 人材育成推進体制の整備

人材育成を効果的に推進するためには、首長のリーダーシップのもと、管理監督者の部下

に対する適切な指導・助言及び人材育成担当部門の体制整備が不可欠

② 都道府県と市町村との連携

都道府県と市町村との連携方策について地域の実情に応じた検討

（取組例）共同での研修所設置、都道府県による研修講師養成研修の実施
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健発０４１９第１号  

平成２５年４月１９日 

              
    都 道 府 県 知 事 

各  保健所設置市長   殿 

    特 別 区 長 

 

                     厚生労働省健康局長 

 

 

 

地域における保健師の保健活動について 

 

 

地域における保健師の保健活動は、地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）

及び同法第 4 条第 1 項の規定に基づき策定された、「地域保健対策の推進に関

する基本的な指針」（平成 6 年厚生省告示第 374 号。以下「地域指針」という。）

により実施されてきたところであり、保健師は地域保健対策の主要な担い手と

して重要な役割を果たしてきた。 

また、「地域における保健師の保健活動について」（平成 15 年 10 月 10 日付

け健発第 1010003 号）等により、地域における保健師の保健活動の充実強化に

向けた取組を要請するとともに、保健師の保健活動に関し留意すべき事項や取

り組むべき方向性を示してきたところであるが、介護保険法の改正による地域

包括支援センターの設置等地域包括ケアシステムの推進、特定健康診査・特定

保健指導制度の導入、がん対策、自殺対策、肝炎対策、虐待防止対策等に関す

る法整備等、保健師の活動をめぐる状況は大きく変化してきた。 

こうした状況の変化も踏まえ、地域指針が大幅に改正され（平成 24 年厚生

労働省告示第 464 号）、多様化、高度化する国民のニーズに応えるため、ソー

シャルキャピタル（地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社

会関係資本等）を活用した自助及び共助の支援を推進していくこと等が新たに

盛り込まれた。また、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく新たな

「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成 24 年厚

生労働省告示第 430 号。以下「健康日本 21（第二次）」という。）では、健康

寿命の延伸や健康格差の縮小の目標を達成するため、生活習慣病の発症予防に

加え、重症化予防の徹底、ライフステージに応じたこころ、次世代及び高齢者
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の健康の推進等についての新たな方向性が盛り込まれた。 

以上のような背景の下、生活習慣病対策をはじめとして、保健、医療、福祉、

介護等の各分野及び関係機関、住民等との連携及び協働がますます重要となっ

てきている。さらに、地方分権の一層の進展により、地域において保健師が保

健活動を行うに当たっては、保健師の果たすべき役割を認識した上で、住民、

世帯及び地域の健康課題を主体的に捉えた活動を展開していくことが重要とな

っており、地域保健関連施策の担い手としての保健師の活動の在り方も大きく

変容しつつある。 

これまでの保健師の保健活動は、住民に対する直接的な保健サービスや福祉

サービス等（以下「保健サービス等」という。）の提供及び総合調整に重点を置

いて活動するとともに、地域保健関連施策の企画、立案、実施及び評価、総合

的な健康施策への積極的な関与を進めてきたが、今後はこれらの活動に加えて、

持続可能でかつ地域特性をいかした健康なまちづくり、災害対策等を推進する

ことが必要である。 

ついては、下記により地域における保健師の保健活動のさらなる推進が図ら

れるようお願いするとともに、別紙のとおり、都道府県及び市町村（特別区を

含む。）が留意すべき事項（「地域における保健師の保健活動に関する指針」）を

定めたので、御了知の上、その適切な運用に努められたい。各都道府県におい

ては、管内市町村（保健所設置市及び特別区を除く。）等に周知を図るとともに、

その円滑な実施について遺憾のないよう御指導願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 に規定

する技術的助言であることを申し添える。 

おって、「地域における保健師の保健活動について」（平成 15 年 10 月 10 日

付け健発第 1010003 号）及び「地域における保健師の保健活動について」（平

成 15 年 10 月 10 日付け健総発第 1010001 号）は廃止する。 

 

 

記 

 

 

１ 都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、保健師が地域の健康

課題を明らかにし、住民の健康の保持増進のため重要な役割を担うものであ

ることを踏まえ、地域保健関連施策の企画、立案、実施及び評価を行うこと

ができるような体制を整備すること。保健師の保健活動の実施に当たっては、

訪問指導、健康相談、健康教育、その他の直接的な保健サービス等の提供、
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住民の主体的活動の支援、災害時支援、健康危機管理、関係機関とのネット

ワークづくり、包括的な保健、医療、福祉、介護等のシステムの構築等を実

施できるような体制を整備すること。その際、保健衛生部門においては、管

内をいくつかの地区に分けて担当保健師を配置し、保健師がその担当地区に

責任をもって活動する地区担当制の推進に努めること。また、各種保健医療

福祉に係る計画（健康増進計画、がん対策推進計画、医療費適正化計画、特

定健康診査等実施計画、母子保健計画、障害福祉計画、介護保険事業支援計

画又は介護保険事業計画、医療計画等）の策定等に保健師が十分に関わるこ

とができるような体制を整備すること。 

２ 都道府県及び市町村は、保健師の職務の重要性に鑑み、また、保健、医療、

福祉、介護等の総合的な施策の推進や住民サービス向上の観点から、保健師

の計画的かつ継続的な確保に努めること。なお、地方公共団体における保健

師の配置については、地方交付税の算定基礎となっていることに留意するこ

と。 

３ 都道府県及び市町村は、保健師が、住民に対する保健サービス等の総合的

な提供や、地域における保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムやネ

ットワークの構築とその具体的な運用において主要な役割を果たすものであ

ることに鑑み、保健、医療、福祉、介護等の関係部門に保健師を適切に配置

すること。加えて、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、

技術的及び専門的側面から指導する役割を担う部署を保健衛生部門等に明確

に位置付け、保健師を配置するよう努めること。 

４ 都道府県及び市町村は、保健師が新たな健康課題や多様化、高度化する住

民のニーズに的確に対応するとともに、効果的な保健活動を展開するために、

常に資質の向上を図る必要があることから、保健師の現任教育（研修（執務

を通じての研修を含む。）、自己啓発の奨励、人材育成の観点から計画的な人

事異動その他の手段による教育をいう。以下同じ。）については、「地方自治・

新時代における人材育成基本方針策定指針について」（平成 9 年 11 月 28 日

付け自治能第 78 号）に基づき、各地方公共団体において策定した人材育成

指針により、体系的に実施すること。また、特に新任期の保健師については、

「新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～」（平成 23年 2月厚生労働省）

に基づき、各地方公共団体において研修体制を整備すること。なお、現任教

育については、日々進展する保健、医療、福祉、介護等に関する知識及び技

術、連携及び調整に係る能力、行政運営や評価に関する能力を養成するよう

努めること。 
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別紙 

地域における保健師の保健活動に関する指針 

 

 

 

第一 保健師の保健活動の基本的な方向性 

保健師は、個人及び地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図るため、

所属する組織や部署にかかわらず、以下の事項について留意の上、保健活動

を行うこと。 

（１）地域診断に基づくＰＤＣＡサイクルの実施 

保健師は、地区活動、保健サービス等の提供、また、調査研究、統計情

報等に基づき、住民の健康状態や生活環境の実態を把握し、健康問題を

構成する要素を分析して、地域において取り組むべき健康課題を明らか

にすること（以下「地域診断」という。）により、その健康課題の優先度

を判断すること。また、ＰＤＣＡサイクル（plan-do-check-act cycle）に

基づき地域保健関連施策の展開及びその評価を行うこと。 

（２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 

保健師は、個々の住民の健康問題の把握にとどまらず、地域特性を踏ま

えて集団に共通する地域の健康課題や地域保健関連施策を総合的に捉え

る視点を持って活動すること。また、健康課題の解決に向けて住民や組織

同士をつなぎ、自助及び共助など住民の主体的な行動を促進し、そのよう

な住民主体の取組が地域において持続するよう支援すること。 

（３）予防的介入の重視 

保健師は、あらゆる年代の住民を対象に生活習慣病等の疾病の発症予防

や重症化予防を徹底することで、要医療や要介護状態になることを防止す

るとともに、虐待などに関連する潜在的な健康問題を予見して、住民に対

し必要な情報の提供や早期介入等を行うこと。 

（４）地区活動に立脚した活動の強化 

保健師は、住民が健康で質の高い生活を送ることを支援するために、訪

問指導、健康相談、健康教育及び地区組織等の育成等を通じて積極的に地

域に出向き、地区活動により、住民の生活の実態や健康問題の背景にある

要因を把握すること。また、地区活動を通じてソーシャルキャピタルの醸

成を図り、それらを活用して住民と協働し、住民の自助及び共助を支援し

て主体的かつ継続的な健康づくりを推進すること。 

（５）地区担当制の推進 
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保健師は、分野横断的に担当地区を決めて保健活動を行う地区担当制等

の体制の下、住民、世帯及び地域全体の健康課題を把握し、世帯や地域の

健康課題に横断的・包括的に関わり、地域の実情に応じた必要な支援をコ

ーディネートするなど、担当する地区に責任をもった保健活動を推進する

こと。 

（６）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 

保健師は、ライフサイクルを通じた健康づくりを支援するため、ソーシ

ャルキャピタルを醸成し、学校や企業等の関係機関との幅広い連携を図り

つつ、社会環境の改善に取り組むなど、地域特性に応じた健康なまちづく

りを推進すること。 

（７）部署横断的な保健活動の連携及び協働 

保健師は、相互に連携を図るとともに、他職種の職員、関係機関、住民

等と連携及び協働して保健活動を行うこと。また、必要に応じて部門や部

署を越えて課題等を共有し、健康課題の解決に向けて共に検討するなど、

部署横断的に連携し協働すること。 

（８）地域のケアシステムの構築 

保健師は、健康問題を有する住民が、その地域で生活を継続できるよう、

保健、医療、福祉、介護等の各種サービスの総合的な調整を行い、また、

不足しているサービスの開発を行うなど、地域のケアシステムの構築に努

めること。 

（９）各種保健医療福祉計画の策定及び実施 

保健師は、地域の健康課題を解決するために、住民、関係者及び関係機

関等と協働して各種保健医療福祉計画（健康増進計画、がん対策推進計画、

医療費適正化計画、特定健康診査等実施計画、母子保健計画、障害福祉計

画、介護保険事業支援計画又は介護保険事業計画、医療計画等をいう。以

下同じ。）を策定するとともに、それらの計画が適切かつ効果的に実施さ

れるよう各種保健医療福祉計画の進行管理及び評価を関係者及び関係機

関等と協働して行うこと。 

（10）人材育成 

保健師は、これらの活動を適切に行うために、主体的に自己啓発に努め、

最新の保健、医療、福祉、介護等に関する知識及び技術を習得するととも

に、連携、調整や行政運営に関する能力及び保健、医療、福祉及び介護の

人材育成に関する能力を習得すること。 

 

第二 活動領域に応じた保健活動の推進 
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保健師は、所属組織や部署に応じて、以下の事項について留意の上、保健

活動を行うこと。なお、地方公共団体ごとに組織体制等は様々であるため、

各地域や組織の実情を踏まえた保健活動を実施すること。 

１ 都道府県保健所等 

都道府県保健所等に所属する保健師は、所属内の他職種と協働し、管内

市町村及び医療機関等の協力を得て広域的に健康課題を把握し、その解決

に取り組むこと。また、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、自殺予防対

策、難病対策、結核・感染症対策、エイズ対策、肝炎対策、母子保健対策、

虐待防止対策等において広域的、専門的な保健サービス等を提供するほか、

災害を含めた健康危機への迅速かつ的確な対応が可能になるような体制づ

くりを行い、新たな健康課題に対して、先駆的な保健活動を実施し、その

事業化及び普及を図ること。加えて、生活衛生及び食品衛生対策について

も、関連する健康課題の解決を図り、医療施設等に対する指導等を行うこ

と。さらに、地域の健康情報の収集、分析及び提供を行うとともに調査研

究を実施して、各種保健医療福祉計画の策定に参画し、広域的に関係機関

との調整を図りながら、管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保

健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムの構築に努め、ソーシャルキ

ャピタルを活用した健康づくりの推進を図ること。市町村に対しては、広

域的及び専門的な立場から、技術的な助言、支援及び連絡調整を積極的に

行うよう努めること。 

（１）実態把握及び健康課題の明確化 

地域診断を実施し、地域において取り組むべき健康課題を明らかにす

るとともに、各種情報や健康課題を市町村と共有すること。 

（２）保健医療福祉計画策定及び施策化              

地域診断により明らかとなった地域の健康課題に取り組むために、目

標の設定、保健事業の選定及び保健活動の方法等についての検討を行い、

各種保健医療福祉計画を策定するとともに、これらの計画に盛り込まれ

た施策を事業化するための企画、立案、予算の確保を行い、保健活動の

実施体制を整えること。また、都道府県及び市町村が策定する各種計画

の策定に参画又は協力すること。 

（３）保健サービス等の提供 

地域の各種保健医療福祉計画に基づき、訪問指導、健康相談、健康教

育、地区組織活動の育成及び支援等の活動方法を適切に用いて、ソーシ

ャルキャピタルの醸成・活用を図りながら、保健サービス等を提供する

こと。 
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ア 市町村及び関係機関と協力して住民の健康の保持増進に取り組み、

生活習慣病の発症及び重症化を予防すること。 

イ 精神障害、難病、結核・感染症、エイズ、肝炎、母子保健、虐待等

多様かつ複雑な問題を抱える住民に対して、広域的かつ専門的な各種

保健サービス等を提供すること。 

ウ 災害対応を含む健康危機管理に関して、適切かつ迅速な対応を行う

ことができるよう、平常時から体制を整えるとともに、健康危機の発

生時には、関係職員と十分に連携を図り、協働して保健活動を行うこ

と。また、災害発生時においては、市町村の被災者健康管理等に関す

る支援・調整を行うこと。 

エ 生活困窮者等に対し、社会経済状況の違いによる健康状態の差が生

じないよう健康管理支援を行うこと。 

オ ソーシャルキャピタルを広域的に醸成し、その活用を図るとともに、

ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成に努めること。 

カ 生活衛生及び食品衛生に関わる健康問題に対して、他の専門職員等

と十分に連携を図り、協働して保健活動を行うこと。 

（４）連携及び調整 

管内における保健、医療、福祉、環境、教育、労働衛生等の関係機関

及び関係者の広域的な連携を図るために、所属内の他の職員と協働して

協議会等を開催し、その運営を行うこと。また、管内の市町村間の連絡、

調整を行うこと。 

ア 管内市町村の健康施策全体の連絡、調整に関する協議会等の運営を

行うこと。 

イ 精神障害、難病、結核・感染症、エイズ等の地域のケアシステムを

構築するための協議会を運営し活用すること。 

ウ 市町村の規模により、市町村単独では組織化が困難な健康増進、保

健医療、高齢者福祉、母子保健福祉、虐待防止、障害福祉等に関する

ネットワークを構築すること。 

エ 関係機関で構成される協議会等を通じて、職域保健、学校保健等と

連携及び協働すること。 

オ 保健衛生部門等の保健師は、保健師の保健活動を総合調整及び推進

し、技術的及び専門的側面から指導を行うこと。 

カ 保健師等の学生実習の効果的な実施に努めること。 

（５）研修（執務を通じての研修を含む。） 

市町村及び保健、医療、福祉、介護等に従事する者に対する研修を所
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属内の他の職員等と協働して企画及び実施すること。 

（６）評価 

保健所等が行った保健活動について、所属内の他の職員とともに、政

策評価、事業評価を行い、保健活動の効果を検証し、必要に応じて保健

事業等や施策に反映させること。 

 

２ 市町村 

市町村に所属する保健師は、市町村が住民の健康の保持増進を目的とす

る基礎的な役割を果たす地方公共団体と位置づけられ、住民の身近な健康

問題に取り組むこととされていることから、健康増進、高齢者医療福祉、

母子保健、児童福祉、精神保健福祉、障害福祉、女性保護等の各分野に係

る保健サービス等を関係者と協働して企画及び立案し、提供するとともに、

その評価を行うこと。その際、管内をいくつかの地区に分けて担当し、担

当地区に責任を持って活動する地区担当制の推進に努めること。また、市

町村が保険者として行う特定健康診査、特定保健指導、介護保険事業等に

取り組むこと。併せて、住民の参画及び関係機関等との連携の下に、地域

特性を反映した各種保健医療福祉計画を策定し、当該計画に基づいた保健

事業等を実施すること。さらに、各種保健医療福祉計画の策定にとどまら

ず、防災計画、障害者プラン及びまちづくり計画等の策定に参画し、施策

に結びつく活動を行うとともに、保健、医療、福祉、介護等と連携及び調

整し、地域のケアシステムの構築を図ること。 

（１）実態把握及び健康課題の明確化 

地域診断を実施し、市町村において取り組むべき健康課題を明らかに

するとともに、各種情報や健康課題を住民と共有するよう努めること。 

（２）保健医療福祉計画策定及び施策化 

地域診断により明らかとなった市町村における健康課題に取り組むた

めに、目標の設定、保健事業の選定及び保健活動の方法についての検討

を行い、各種保健医療福祉計画を策定すること。これらの計画に盛りこ

まれた施策を事業化するための企画、立案、予算の確保を行い、保健活

動の実施体制を整えること。 

（３）保健サービス等の提供 

市町村の各種保健医療福祉計画に基づき、ソーシャルキャピタルの醸

成・活用を図りながら、訪問指導、健康相談、健康教育、地区組織活動

の育成及び支援等の活動方法を適切に用いて、保健サービス等を提供す

ること。 
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ア 住民の身近な相談者として、総合相談（多様化している保健、医療

及び福祉等に関するニーズに対応する総合的な相談事業をいう。）及び

地区活動を実施し、また、住民の主体的な健康づくりを支援すること。  

イ 生活習慣病の発症及び重症化を予防するため、一次予防に重点をお

いた保健活動を実施するとともに、地域の健康課題に応じて、適切な

対象者に対し、効果的な健康診査及び保健指導を実施すること。 

ウ 介護予防、高齢者医療福祉、母子保健、児童福祉、精神保健福祉、

障害福祉、女性保護等の各種対策に関する保健サービス等を提供する

こと。また、適切な受療に関する指導を行うこと。 

エ ソーシャルキャピタルを活用した事業の展開及びその核となる人

材の育成に努め、地区住民組織、ボランティア組織及び自助グループ

等の育成及び支援を行うとともに、これらとの協働を推進すること。 

オ 災害対応を含む健康危機管理に関して、平常時からの保健所との連

携の下、適切な対応を行うこと。また、災害を含む健康危機の発生時

には、平常時の地区活動等により把握した住民や地域の実態を踏まえ

て、住民の健康管理等の支援活動を実施すること。 

カ 生活困窮者等に対し、社会経済状況の違いによる健康状態の差が生

じないよう健康管理支援を行うこと。 

（４）連携及び調整 

保健所や当該市町村の保健、医療、医療保険、福祉、環境、教育、労

働衛生等の関係者、関係部局及び関係機関との連携を密にし、総合的な

調整を図り、効果的な保健活動を展開すること。 

ア 高齢者医療福祉（認知症を含む。）、母子保健、児童福祉、精神保健

福祉、障害福祉、女性保護等に関するネットワークや地域のケアシス

テムの構築を図ること｡ 

イ 健康増進を推進するための健康づくり推進協議会等を運営及び活用

すること。その際、ソーシャルキャピタルの核である人材の参画を得

て、地域の健康課題を共有しながら地域保健関連対策を一体的に推進

すること。 

ウ 保健所との連携の下に、職域保健及び学校保健等と連携した保健活

動を行うこと｡ 

エ 保健衛生部門、国民健康保険部門及び介護保険部門においては、各

部門が保有するデータ等を含め密接な連携を図り、効果的に住民の健

康増進、生活習慣病予防、介護予防等に取り組むこと。 

オ 保健師等の学生実習の効果的な実施に努めること。 
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（５）評価 

保健活動について、他の職員とともに、政策評価、事業評価を行い、

保健事業の効果を検証し、必要に応じて保健活動や施策に反映させるこ

と。 

 

３ 保健所設置市及び特別区 

保健所設置市及び特別区に所属する保健師は、上記１及び２の活動を併

せて行うこと（都道府県保健所等の機能のうち、市町村との関係に関する

部分を除く。）。 

 

４ 都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁 

都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁の保健衛生部門等に

配置された保健師は、保健所、市町村等の保健活動に対して技術的及び専

門的側面からの指導及び支援を行うとともに、当該地方公共団体の地域保

健関連施策の企画、調整及び評価を行うこと。 

（１）保健活動の総合調整及び支援を行うこと。 

ア 保健師の保健活動の総合調整等を担う部署に配置された保健師は、

住民の健康の保持増進を図るための様々な活動等を効果的に推進する

ため、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、人材育

成や技術面での指導及び調整を行うなど統括的な役割を担うこと。 

イ 保健師の保健活動の方向性について検討すること。 

ウ 保健師等の学生実習に関する調整及び支援を行うこと。 

（２）保健師の計画的な人材確保を行い、資質の向上を図ること。 

ア 保健師の需給計画の策定を行うこと。 

イ 地方公共団体の人材育成指針に基づき、職場内研修、職場外研修、

人材育成の観点から異なる部門への人事異動、都道府県と市町村（保

健所設置市、特別区を含む。）間等の人事交流及び自己啓発を盛り込ん

だ保健師の現任教育体系を構築し、研修等を企画及び実施すること。 

ウ 現任教育の実施に当たり、地方公共団体の人事担当部門、研究機関、

大学等の教育機関等との連携を図り、効果的及び効率的な現任教育を

実施すること。 

（３）保健師の保健活動に関する調査及び研究を行うこと。 

（４）事業計画の策定、事業の企画及び立案、予算の確保、事業の評価等を

行うこと。 

（５）所属する部署内の連絡及び調整を行うとともに、高齢者保健福祉、母
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子保健福祉、障害者保健福祉、医療保険、学校保健、職域保健、医療分

野等の関係部門及び関係機関とのデータ等を含め密接な連携及び調整を

行うこと。 

（６）災害時を含む健康危機管理における保健活動の連絡及び調整を行うこ

と。また、保健師を被災地へ派遣する際の手続き等についてあらかじめ

定めておくこと。  

（７）国や都道府県等の保健活動に関する情報を関係機関及び施設に提供す

ること。 

（８）国民健康保険団体連合会や看護職能団体等の関係団体との連携及び調

整を行うこと。 

（９）国や地方公共団体の保健活動の推進のため、積極的な広報活動を行う

こと。 

（10）その他、当該地方公共団体の計画策定及び政策の企画及び立案に参画

すること。 
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【記載日①：　　年　　月　　日＜　　色でチェック＞】
【記載日②：　　年　　月　　日＜　　色でチェック＞】

【氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　 】自治体保健師の標準的なキャリアラダー(専門的能力に係るキャリアラダー）

求められる能力 A1 A2 A3 A4 A5

1-1. 個
人及び
家族へ
の支援

・医学や公衆衛生看護学等の専門知識に
基づき個人及び家族の健康と生活に関す
るアセスメントを行う能力
・個人や家族の生活の多様性を踏まえ、
あらゆる保健活動の場面を活用して個人
及び家族の主体性を尊重し、課題解決の
ための支援及び予防的支援を行う能力
・必要な資源を導入及び調整し、効果的
かつ効率的な個人及び家族への支援を
行う能力

□個人及び家族の健康と生活
について分析し健康課題解決
のための支援計画を立案でき
る。
□個人及び家族の多様性や主
体性を尊重した支援を指導を受
けながら実践できる。
□支援に必要な資源を把握で
きる。

□複雑な事例の支援を必
要に応じて、指導を受けて
実施できる。
□対象の主体性を踏まえ、
支援に必要な資源を指導を
受けて導入及び調整でき
る。

□複雑な事例のアセスメ
ントを行い、支援を実践で
きる。
□支援に必要な資源を適
切に導入及び調整でき
る。

□複雑な事例の潜在的な
健康課題を把握し、予防
に係る支援を実践できる。
□健康課題に予防的に介
入できる。

□複雑かつ緊急性の高
い健康課題を迅速に明
確化し、必要な資源を調
整し、効果的な支援を実
践できる。

1-2. 集
団への
支援

・集団の特性を把握し、グループダイナミ
クスを活用し、集団及び地域の健康度を
高める能力

□集団の特性を把握し、指導を
受けながら支援できる。

□集団のグループダイナミ
クスを活用して、特性に応じ
た支援計画を企画し、自立
して支援できる。

□集団への支援を通し
て、地域の健康課題を明
確化することができる。

□集団への支援を通し
て、地域の課題解決に向
けた事業計画を立案でき
る。

□集団への支援を通し
て立案した事業により、
住民による地域の健康
課題の解決を支援する
ことができる。

2-1. 地
域診断・
地区活
動

・地域の健康課題や地域資源を明確化
し、地域組織や関係機関と協働して課題
解決する能力

□指導を受けながら、担当地区
の情報を収集・分析し、健康課
題を明確化できる。

□担当地区の情報を分析
し、健康課題の明確化と優
先性の判断ができる。

□地域診断や地区活動
で明らかになった課題を
事業計画立案に活用でき
る。

□地域に潜在する健康課
題を把握し、リスクの低減
や予防策を計画し実践で
きる。

□地域診断や地区活動
で明らかになった課題を
施策立案に活用できる。

2-2. 地
域組織
活動

・地域の特性を理解し住民と協働して組
織化・ネットワーク化を促す能力
・地域組織を育成し、ネットワーク化し協
働する能力

□地域特性を理解し、住民と共
に活動できる。
□多様な地域組織の役割や関
係性について把握できる。

□多様な住民ニーズを把握
しながら、地域組織と共に
活動できる。

□住民と共に活動しなが
ら、住民ニーズに応じた組
織化が提案できる。

□住民ニーズに応じた組
織化を自立してできる。関
係機関と協働し、必要に
応じて新たな資源やネット
ワークの立ち上げを検討
することができる。

□多様な住民組織の
ネットワークを立ち上げ、
地域組織の育成を行うこ
とができる。

2-3. ケ
アシステ
ムの構
築

・健康なまちづくりを推進するため保健、
医療、福祉、介護等の各種サービスの総
合的な調整を行う能力
・住民、学校、企業ほか、地域の関係機関
と協働し連携を図り、地域特性に応じたケ
アシステムを構築する能力

□担当地区の各種サービスと
その関係性を理解し、指導を受
けながら担当事例に必要なサー
ビスを活用できる。

□担当地区や担当事例へ
の対応を通して必要なサー
ビスの調整ができる。

□地域の健康課題や地
域特性に基づき、関係機
関と協働し、地域ケアシス
テムの改善・強化につい
て検討できる。

□各種サービスの円滑な
連携のために必要な調整
ができる。
□地域の健康課題や特性
に応じたケアシステムにつ
いて検討し提案することが
できる。

□保健福祉政策に基づ
き、地域特性に応じたケ
アシステムの構築に係る
施策化ができる。

3
事
業
化
・
施
策
化
の
た
め
の
活
動

3-1. 事
業化・施
策化

・保健医療福祉施策を理解し、事業を企
画立案し、予算を確保できる能力
・地域の健康課題を解決するため、自組
織のビジョンを踏まえた保健医療福祉施
策を提案する能力

□所属自治体の施策体系や財
政のしくみについて理解できる。
□担当事業の法的根拠や関連
政策について理解し事業を実施
できる。

□担当地域の健康課題を
把握し、施策と事業との関
連性について理解したうえ
で、事業計画立案に参画す
ることができる。
□担当事業の進捗管理が
できる。

□係内の事業の成果や
評価等をまとめ、組織内
で共有することができる。
□地域の健康課題を明ら
かにし、評価に基づく事業
の見直しや新規事業計画
を提案できる。

□保健医療福祉計画に
基づいた事業計画を立案
し、事業や予算の必要性
について上司や予算担当
者に説明できる。

□地域の健康課題を解
決するための自組織の
ビジョンを踏まえた施策
を各種保健医療福祉計
画策定時に提案できる。

4-1.健康
危機管
理の体
制整備

・平時において、地域の健康課題及び関
連法規や自組織内の健康危機管理計画
等に基づき、地域の健康危機（※）の低減
策を講じる能力
（※）災害、医薬品、食中毒、感染症、飲
料水その他何らかの原因により生じる地
域住民の生命、健康の安全を脅かす事態

□関係法規や健康危機管理計
画及び対応マニュアルを理解で
きる。
□健康危機に備えた住民教育
を指導を受けながら行うことが
できる。

□健康危機対応マニュアル
に基づき、予防活動を行うこ
とができる。

□地域特性を踏まえ健康
危機の低減のための事業
を提案できる。

□地域特性に応じた健康
危機の予防活動を評価
し、見直しや新規事業を立
案できる。

□有事に起こりうる複雑
な状況の対応に備え、平
時より関係者との連携体
制を構築できる。
□健康危機管理計画や
体制の見直しを計画的
に行うことができる。

4-2.健康
危機発
生時の
対応

・健康危機発生時に、組織内外の関係者
と連携し、住民の健康被害を回避し、必要
な対応を迅速に判断し実践する能力

□健康危機発生後、必要な対
応を指導者の指示のもと実施で
きる。
□現状を把握し、情報を整理
し、上司に報告する事ができる。

□発生要因を分析し、二次
的健康被害を予測し予防す
るための活動を主体的に実
施できる。

□必要な情報を整理し組
織内外の関係者へ共有で
きる。
□変化する状況を分析
し、二次的健康被害を予
測し、予防活動を計画、実
施できる。

□健康被害を予測し 、回
避するための対応方法に
ついて、変化する状況を
踏まえて、見直しができ
る。
□組織内の関連部署と連
携、調整できる。

□有事に起こる複雑な
状況に、組織の代表者
を補佐し、関係者と連携
し対応できる。

5-1. ＰＤ
ＣＡサイ
クルに基
づく事
業・施策
評価

・所属部署内外の関係者とともに、事業評
価及び施策評価、保健活動の効果検証を
行う能力
・評価結果等の根拠に基づき事業及び施
策の必要な見直しを行う能力

□ＰＤＣＡサイクルに基づく事業
評価方法を理解できる。
□担当する事例に係る評価結
果に基づき支援方法の見直し
ができる。

□所属係内のメンバーと共
に担当事業の評価及び見
直しを主体的に実施でき
る。

□所属係内で事業評価
が適切に実施できるよう
後輩保健師を指導でき
る。
□事業計画の立案時に
評価指標を適切に設定で
きる。

□所属部署内外の関係
者とともに事業評価を行
い、事業の見直しや新規
事業の計画を提案でき
る。

□評価に基づき保健活
動の効果を検証し、施策
の見直しについて提案で
きる。
□施策立案時に評価指
標を適切に設定できる。

5-2. 情
報管理

・組織内外の保健活動に係る情報を適切
に保管、開示、保護する能力

□組織における情報管理に係
る基本指針を理解し、業務に係
る文書等を適切に管理できる。
□保健活動上知り得た個人情
報を適切に取り扱うことができ
る。
□業務の記録を適切に行い関
係者への情報伝達ができる。

□保健活動に係る情報の
取扱が適切に行われている
か、自主的に確認できる。

□所属係内の保健師が
規則を遵守して保健活動
に係る情報を管理するよ
う指導できる。

□保健活動に係る情報管
理上の不則の事態が発生
した際に、所属部署内で
主導して対応できる。

□保健活動の情報管理
に係る規則の遵守状況
を評価し、マニュアル等
の見直しを提案できる。

5-3. 人
材育成

・組織の人材育成方針を理解し、保健師
の人材育成計画を作成する能力
・継続的に自己研鑽するとともに、後輩を
指導・育成する能力

□組織の人材育成方針及び保
健師の人材育成計画を理解で
きる。
□自己の成長を振り返り、次の
成長につなげることができる。

□自己のキャリア形成ビ
ジョンを持ち、積極的に自己
研鑽できる。

□後輩保健師の指導を
通して人材育成上の課題
を抽出し、見直し案を提示
できる。

□保健師の研修事業を企
画し、実施・評価できる。

□組織の人材育成方針
に沿った保健師の人材
育成計画を作成できる。

・根拠に基づいた保健師の活動を実践す
る能力

□根拠に基づく保健活動を実
施するため、実施した保健活動
の記録を適切に行うことができ
る。

□指導を受けながら研究的
手法を用いて事業の評価が
できる。

□研究的手法を用いた事
業評価ができる。

□地域診断などにおいて
研究的手法を用いて分析
し、根拠に基づき保健事
業を計画できる。

□根拠に基づき、質の
高い保健事業を提案し、
その効果を検証できる。

・保健師の活動理念である社会的公正
性・公共性について理解し、活動を倫理
的に判断する能力

 
＜参考：キャリアレベル＞
 　☺初任期保健師
　　（A１～A２）
　 ☺中堅期保健師
　　（A３～A4（B1））
　 ☺管理期保健師
　　（B２～B３（A5））
　 ☺統括保健師等
　　（B３～B４（A5））

★つかいかた★
☺自己チェックしてみよう！
保健師１人ひとりが保健師としての成長ややりがいを実感し、意欲を持って保健活動をするためには、自らがキャリア（仕事を通じて
なりたい自分）について主体的に考えることが大切です。このチェックリストにより、これまでの自身の職場経験について、身につけ
た実務能力・専門的知識について、自分の立ち位置を再確認し、自己分析することで、自分の強み・弱みを把握し、今後の目指す姿
（キャリアイメージ）や能力開発の方向性について考えるための支援ツールとして活用してみてください。
☺今後のキャリアについて考えてみよう！
このチェックリストをチェックすること自体が目的ではなく、自らの強み・弱みを把握した上で、弱みを補うために今後どのような経
験（業務、研修受講等）をすべきか、また、強みを活かすことで組織にどのように貢献できるのか等の視点で、今後のキャリア形成の
方向性をまず自分で考えてみてください。
☺上司との面談に活用しよう！
チェックリストとともに自分で考えたキャリア形成の方向性について、先輩保健師や上司との面談の際に共有ツールとして活用しま
しょう。積極的に上司のアドバイスを求め、今後の能力開発のために目標を明らかにしていきましょう。

各レベルにおいて求められる専門的能力

6.保健師の活
動基盤

□保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、活動を倫理的に判断できる

１
対
人
支
援
活
動

保健師の活動領域

2
地
域
支
援
活
動

4
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
活
動

5
管
理
的
活
動

◎　十分できる　　〇　概ねできる
△　少しはできる　×　できない

※自己評価を記入してください。
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自治体保健師の標準的なキャリアラダー(管理職として求められる能力に係るキャリアラダー）

◎　十分できる　　〇　概ねできる
△　少しはできる　×　できない

B1
（係長級への準備段階）

B2
（係長級）

B3
（課長級）

B4
（課長級以上）

1. 政策
策定と
評価

・国の動向や自組織の方針を
理解し、担当部署に係る活動
方針のビジョンを示し、必要に
応じた見直しを行う能力
・自治体を代表して外部機関の
上位者との調整や交渉を行う
能力

□事業や施策の評価を踏まえ、
係長に保健医療福祉政策に係
る提案ができる。

□住民の健康課題等に基づく
事業化、施策化及び事業評価
に基づく見直しができる。

□保健医療福祉に係る国の動
向や組織の方針、施策の評価
を踏まえ、組織の政策ビジョン
に係る提言ができる。

□保健医療福祉政策に係る必
要な計画や法制度整備につい
て組織内で提言し、実現に向け
組織の意志決定者及び関係機
関にはたらきかけることができ
る。

2. 危機
管理

・危機等の発生時に組織の管
理者として迅速な判断を行い
組織内外の調整を行う能力
・危機を回避するための予防的
措置が行われるよう管理する
能力

□危機管理に係る組織内外の
関係者を把握し、有事に備えた
関係性の構築ができる。

□有事にマニュアルに沿って行
動し、係長を補佐する。

□係員が危機管理マニュアル
に沿って行動できるよう訓練等
を企画できる。

□有事に組織内の人員や業務
の調整を行い、課長の補佐や
部下への指示ができる。

□課員が危機管理マニュアル
に沿って行動できるよう各係長
級に対し、訓練等の実施を指導
できる。

□有事に、組織の対応方針に
基づき、組織内の人的物的資
源等の調整や管理ができる。

□危機管理に必要な計画・マ
ニュアル・内規等の整備を組織
に提言し、具現化することがで
きる。

□有事に、行政の保健医療福
祉組織を代表して、関係機関の
代表者と連携し、部局を統括し
て対応できる。

3. 人事
管理

・担当部署内の全職員の能力・
特性を把握し、資質向上のしく
みづくりと必要に応じた見直し
を行う能力
・組織目標・計画を踏まえて保
健師採用計画・配置基準・人事
異動を提言する能力

□組織の人材育成方針と保健
師の人材育成方針を踏まえて、
主体的に資質向上に取り組む
ことができる。

□係内の業務内容と量を勘案
し、人材配置について係長に提
案できる。

□係内職員の能力や特性を把
握し、資質向上のための取組を
企画、実施、評価できる。

□係内の業務内容と量を勘案
し、人材配置について課長に提
案できる。

□専門職の人材育成計画を策
定するため関係者が協働し検
討できる場を設置し運営でき
る。

□関係課長と連携し、保健師の
業務範囲等を踏まえ保健師必
要数について人事部門を含め
組織内で提案できる。

□組織目標・計画を踏まえて、
保健師採用計画・配置基準・人
事異動を提言できる。

保健師の活動領域 求められる能力

各キャリアレベルにおいて求められる能力

管
理
的
活
動

※自己評価を記入してください。 ＜参考：キャリアレベル＞

☺初任期保健師

（A１～A２）

☺中堅期保健師

（A３～A4（B1））

☺管理期保健師

（B２～B３（A5））

☺統括保健師等

（B３～B４（A5））
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自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別【A１】）

専門的能力に係るキャリアラダー【A１】

１．キャリアレベルの定義【A１】

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル

２．A１に求められる能力　【チェック欄に到達度の記号を記載】　◎　十分にできる　〇　概ねできる　△　少しはできる　×　できない

各レベルにおいて求められる能力
チェック

欄
①（ / ）

チェック
欄

②（ / ）

1-1. 個人及び家族への支
援

・個人及び家族の健康と生活について分析し健康課題解決のための支
援計画を立案できる。
・個人及び家族の多様性や主体性を尊重した支援を指導を受けながら
実践できる。
・支援に必要な資源を把握できる。

1-2. 集団への支援 ・集団の特性を把握し、指導を受けながら支援できる。

2-1. 地域診断・地区活動
・指導を受けながら、担当地区の情報を収集・分析し、健康課題を明確
化できる。

2-2. 地域組織活動
・地域特性を理解し、住民と共に活動できる。
・多様な地域組織の役割や関係性について把握できる。

2-3. ケアシステムの構築
・担当地区の各種サービスとその関係性を理解し、指導を受けながら担
当事例に必要なサービスを活用できる。

3　事業化・施策化のた
めの活動

3-1. 事業化・施策化
・所属自治体の施策体系や財政のしくみについて理解できる。
・担当事業の法的根拠や関連政策について理解し事業を実施できる。

4-1.健康危機管理の体制整
備

・関係法規や健康危機管理計画及び対応マニュアルを理解できる。
・健康危機に備えた住民教育を指導を受けながら行うことができる。

4-2.健康危機発生時の対応
・健康危機発生後、必要な対応を指導者の指示のもと実施できる。
・現状を把握し、情報を整理し、上司に報告する事ができる。

5-1. ＰＤＣＡサイクルに
基づく事業・施策評価

・ＰＤＣＡサイクルに基づく事業評価方法を理解できる。
・担当する事例に係る評価結果に基づき支援方法の見直しができる。

5-2. 情報管理

・組織における情報管理に係る基本指針を理解し、業務に係る文書等
を適切に管理できる。
・保健活動上知り得た個人情報を適切に取り扱うことができる。
・業務の記録を適切に行い関係者への情報伝達ができる。

5-3. 人材育成
・組織の人材育成方針及び保健師の人材育成計画を理解できる。
・自己の成長を振り返り、次の成長につなげることができる。

・根拠に基づく保健活動を実施するため、実施した保健活動の記録を
適切に行うことができる。
・保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、
活動を倫理的に判断できる。

2　地域支援活動

A1

１　対人支援活動

☺　上司と面談した後、アドバイスをもらったことを書きましょう。

6.保健師の活動基盤

4　健康危機管理に関
する活動

5　管理的活動

※「わたしたちがめざす保健師像」「各期の保健師に期待される役割」を参考にして書いてみましょう。
「成長」は目に見えない成長もある（例：ケースの想いを洞察できる等）ので自由に書いてみましょう。

☺　さらにキャリアレベルを獲得（成長）していくために、この１年間で自分が意識すること・取り組みたいことを書きましょう。（年度当初に記載）

・組織の新任者であり行政組織人及び保健師専門職としての自覚を持つ。

※（例）６カ月後・年度末等に２回目をチェックする場合には色を変えてチェックする。

　　　【記載日①：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【記載日②：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【氏　名：  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　】

☺　この１年間の私の「成長」の目標を書きましょう。（年度当初に記載） ☺　この１年間の私の「成長」を書き出しましょう。（年度末に記載）

・担当業務を的確に把握・理解し、個別事例に対して責任を持つ。

・基本的な事例への対応を主体的に行う。
・地域活動を通して地域特性や地域資源を把握し、地域の人々の健康課題を明らかにする。

体験した内容や到達したキャリアレベルを決めた
理由・課題等（自由記載）

（※記載日と同じ色で記載）

※受講したい研修、体験したいこと等も積極的に書いてみましょう。

　※各項目で「◎」が付いた項目については、全体キャリアラダーシート及び１つ上のレベルのキャリアレベルチェックシートをチェックしてみましょう。
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自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別【A２】）

専門的能力に係るキャリアラダー【A２】

１．キャリアレベルの定義【A２】

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル

２．A２に求められる能力　【チェック欄に到達度の記号を記載】　◎　十分にできる　〇　概ねできる　△　少しはできる　×　できない

各レベルにおいて求められる能力
チェック

欄
①（ / ）

チェック
欄

②（ / ）

1-1. 個人及び家族への支
援

・複雑な事例の支援を必要に応じて、指導を受けて実施できる。
・対象の主体性を踏まえ、支援に必要な資源を指導を受けて導入及び
調整できる。

1-2. 集団への支援
・集団のグループダイナミクスを活用して、特性に応じた支援計画を企
画し、自立して支援できる。

2-1. 地域診断・地区活動
・担当地区の情報を分析し、健康課題の明確化と優先性の判断ができ
る。

2-2. 地域組織活動 ・多様な住民ニーズを把握しながら、地域組織と共に活動できる。

2-3. ケアシステムの構築
・担当地区や担当事例への対応を通して必要なサービスの調整ができ
る。

3　事業化・施策化のた
めの活動

3-1. 事業化・施策化
・担当地域の健康課題を把握し、施策と事業との関連性について理解
したうえで、事業計画立案に参画することができる。
・担当事業の進捗管理ができる。

4-1.健康危機管理の体制整
備

・健康危機対応マニュアルに基づき、予防活動を行うことができる。

4-2.健康危機発生時の対応
・発生要因を分析し、二次的健康被害を予測し予防するための活動を
主体的に実施できる。

5-1. ＰＤＣＡサイクルに
基づく事業・施策評価

・所属係内のメンバーと共に担当事業の評価及び見直しを主体的に実
施できる。

5-2. 情報管理
・保健活動に係る情報の取扱が適切に行われているか、自主的に確認
できる。

5-3. 人材育成 ・自己のキャリア形成ビジョンを持ち、積極的に自己研鑽できる。

・指導を受けながら研究的手法を用いて事業の評価ができる。
・保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、
活動を倫理的に判断できる。

☺　上司と面談した後、アドバイスをもらったことを書きましょう。

6.保健師の活動基盤

　　　【記載日①：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【記載日②：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【氏　名：  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　】

☺　この１年間の私の「成長」の目標を書きましょう。（年度当初に記載） ☺　この１年間の私の「成長」を書き出しましょう。（年度末に記載）
※「わたしたちがめざす保健師像」「各期の保健師に期待される役割」を参考にして書いてみましょう。
「成長」は目に見えない成長もある（例：ケースの想いを洞察できる等）ので自由に書いてみましょう。

☺　さらにキャリアレベルを獲得（成長）していくために、この１年間で自分が意識すること・取り組みたいことを書きましょう。（年度当初に記載）
※受講したい研修、体験したいこと等も積極的に書いてみましょう。

・計画された担当業務を自立して実施する。
・プリセプターとして後輩の指導を担う。

Ａ２

１　対人支援活動

2　地域支援活動

4　健康危機管理に関
する活動

5　管理的活動

・係の保健事業に係る業務全般を理解し、地域支援活動に係る担当業務に責任を持つ。

・複雑な事例への対応を必要に応じて指導を受けて実施する。
・担当地域の健康課題の優先度を判断し、地域の人々の主体性を尊重した解決策を立案する。

　※各項目で「◎」が付いた項目については、全体キャリアラダーシート及び１つ上のレベルのキャリアレベルチェックシートをチェックしてみましょう。

体験した内容や到達したキャリアレベルを決めた
理由・課題等（自由記載）

（※記載日と同じ色で記載）

※（例）６カ月後・年度末等に２回目をチェックする場合には色を変えてチェックする。
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自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別【A３】）

専門的能力に係るキャリアラダー【A３】

１．キャリアレベルの定義【A３】

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル

２．A３に求められる能力　【チェック欄に到達度の記号を記載】　◎　十分にできる　〇　概ねできる　△　少しはできる　×　できない

各レベルにおいて求められる能力

チェック
欄①

（ 　 / 　 ）

チェック
欄②

（　  / 　 ）

1-1. 個人及び家族への支
援

・複雑な事例のアセスメントを行い、支援を実践できる。
・支援に必要な資源を適切に導入及び調整できる。

1-2. 集団への支援 ・集団への支援を通して、地域の健康課題を明確化することができる。

2-1. 地域診断・地区活動
・地域診断や地区活動で明らかになった課題を事業計画立案に活用で
きる。

2-2. 地域組織活動 ・住民と共に活動しながら、住民ニーズに応じた組織化が提案できる。

2-3. ケアシステムの構築
・地域の健康課題や地域特性に基づき、関係機関と協働し、地域ケア
システムの改善・強化について検討できる。

3　事業化・施策化のた
めの活動

3-1. 事業化・施策化

・係内の事業の成果や評価等をまとめ、組織内で共有することができ
る。
・地域の健康課題を明らかにし、評価に基づく事業の見直しや新規事
業計画を提案できる。

4-1.健康危機管理の体制整
備

・地域特性を踏まえ健康危機の低減のための事業を提案できる。

4-2.健康危機発生時の対応
・必要な情報を整理し組織内外の関係者へ共有できる。
・変化する状況を分析し、二次的健康被害を予測し、予防活動を計画、
実施できる。

5-1. ＰＤＣＡサイクルに
基づく事業・施策評価

・所属係内で事業評価が適切に実施できるよう後輩保健師を指導でき
る。
・事業計画の立案時に評価指標を適切に設定できる。

5-2. 情報管理
・所属係内の保健師が規則を遵守して保健活動に係る情報を管理する
よう指導できる。

5-3. 人材育成
・後輩保健師の指導を通して人材育成上の課題を抽出し、見直し案を
提示できる。

・研究的手法を用いた事業評価ができる。
・保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、
活動を倫理的に判断できる。

6.保健師の活動基盤

☺　この１年間の私の「成長」を書き出しましょう。（年度末に記載）

※受講したい研修、体験したいこと等も積極的に書いてみましょう。

１　対人支援活動

2　地域支援活動

4　健康危機管理に関
する活動

5　管理的活動

☺　この１年間の私の「成長」の目標を書きましょう。（年度当初に記載）

・保健活動に係る担当業務全般について自立して行う。
・役割や立場の違いを理解し、つなぎ役としての組織的な役割を担う。
・自組織を越えたプロジェクトに参画する。

・係の保健事業と施策との関係性を理解し、主担当として担当業務に責任を持つ。

・複雑な事例に対して自立して対応する。
・健康課題を明確にし、チーム内で共有し、地域の人々と共同して事業計画を提案する。

※「わたしたちがめざす保健師像」「各期の保健師に期待される役割」を参考にして書いてみましょう。
「成長」は目に見えない成長もある（例：ケースの想いを洞察できる等）ので自由に書いてみましょう。

　※各項目で「◎」が付いた項目については、全体キャリアラダーシート及び１つ上のレベルのキャリアレベルチェックシートをチェックしてみましょう。

☺　さらにキャリアレベルを獲得（成長）していくために、この１年間で自分が意識すること・取り組みたいことを書きましょう。（年度当初に記載）

※（例）６カ月後・年度末等に２回目をチェックする場合には色を変えてチェックする。

体験した内容や到達したキャリアレベルを決めた
理由・課題等（自由記載）

（※記載日と同じ色で記載）
Ａ３

☺　上司と面談した後、アドバイスをもらったことを書きましょう。

　　　【記載日①：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【記載日②：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【氏　名：  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　】
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自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別【A４】）

専門的能力に係るキャリアラダー【A４】

１．キャリアレベルの定義【A４】

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル

２．A４に求められる能力　【チェック欄に到達度の記号を記載】　◎　十分にできる　〇　概ねできる　△　少しはできる　×　できない

各レベルにおいて求められる能力
チェック

欄
①（ / ）

チェック
欄

②（ / ）

1-1. 個人及び家族への支
援

・複雑な事例の潜在的な健康課題を把握し、予防に係る支援を実践で
きる。
・健康課題に予防的に介入できる。

1-2. 集団への支援
・集団への支援をとして、地域の課題解決に向けた事業計画を立案で
きる。

2-1. 地域診断・地区活動
・地域に潜在する健康課題を把握し、リスクの低減や予防策を計画し実
践できる。

2-2. 地域組織活動
・住民ニーズに応じた組織化を自立してできる。関係機関と協働し、必
要に応じて新たな資源やネットワークの立ち上げを検討することができ
る。

2-3. ケアシステムの構築
・各種サービスの円滑な連携のために必要な調整ができる。
・地域の健康課題や特性に応じたケアシステムについて検討し提案す
ることができる。

3　事業化・施策化のた
めの活動

3-1. 事業化・施策化
・保健医療福祉計画に基づいた事業計画を立案し、事業や予算の必要
性について上司や予算担当者に説明できる。

4-1.健康危機管理の体制整
備

・地域特性に応じた健康危機の予防活動を評価し、見直しや新規事業
を立案できる。

4-2.健康危機発生時の対応
・健康被害を予測し 、回避するための対応方法について、変化する状
況を踏まえて、見直しができる。
・組織内の関連部署と連携、調整できる。

5-1. ＰＤＣＡサイクルに
基づく事業・施策評価

・所属部署内外の関係者とともに事業評価を行い、事業の見直しや新
規事業の計画を提案できる。

5-2. 情報管理
・保健活動に係る情報管理上の不則の事態が発生した際に、所属部署
内で主導して対応できる。

5-3. 人材育成 ・保健師の研修事業を企画し、実施・評価できる。

・地域診断などにおいて研究的手法を用いて分析し、根拠に基づき保
健事業を計画できる。
・保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、
活動を倫理的に判断できる。

☺　上司と面談した後、アドバイスをもらったことを書きましょう。

6.保健師の活動基盤

　　　【記載日①：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【記載日②：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【氏　名：  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　】

☺　この１年間の私の「成長」の目標を書きましょう。（年度当初に記載） ☺　この１年間の私の「成長」を書き出しましょう。（年度末に記載）
※「わたしたちがめざす保健師像」「各期の保健師に期待される役割」を参考にして書いてみましょう。
「成長」は目に見えない成長もある（例：ケースの想いを洞察できる等）ので自由に書いてみましょう。

☺　さらにキャリアレベルを獲得（成長）していくために、この１年間で自分が意識すること・取り組みたいことを書きましょう。（年度当初に記載）
※受講したい研修、体験したいこと等も積極的に書いてみましょう。

・所属係内でチームのリーダーシップをとって保健活動を推進する。
・キャリアレベルA-5の保健師を補佐する。
・関係機関との信頼関係を築き協働する。
・自組織を越えたプロジェクトで主体的に発言する。

Ａ４

１　対人支援活動

2　地域支援活動

4　健康危機管理に関
する活動

5　管理的活動

・課の保健事業に係る業務全般を理解し、その効果的な実施に対して責任を持つ。

・複雑な事例に対して、担当保健師等にスーパーバイズすることができる。
・地域の潜在的な健康課題を明確にし、施策に応じた事業化を行う。

　※各項目で「◎」が付いた項目については、全体キャリアラダーシート及び１つ上のレベルのキャリアレベルチェックシートをチェックしてみましょう。

体験した内容や到達したキャリアレベルを決めた
理由・課題等（自由記載）

（※記載日と同じ色で記載）

※（例）６カ月後・年度末等に２回目をチェックする場合には色を変えてチェックする。
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自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別【A５】）

専門的能力に係るキャリアラダー【A５】

１．キャリアレベルの定義【A５】

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル

２．A５に求められる能力　【チェック欄に到達度の記号を記載】　◎　十分にできる　〇　概ねできる　△　少しはできる　×　できない

各レベルにおいて求められる能力
チェック

欄
①（ / ）

チェック
欄

②（ / ）

1-1. 個人及び家族への支
援

・複雑かつ緊急性の高い健康課題を迅速に明確化し、必要な資源を調
整し、効果的な支援を実践できる。

1-2. 集団への支援
・集団への支援を通して立案した事業により、住民による地域の健康課
題の解決を支援することができる。

2-1. 地域診断・地区活動
・地域診断や地区活動で明らかになった課題を施策立案に活用でき
る。

2-2. 地域組織活動
・多様な住民組織のネットワークを立ち上げ、地域組織の育成を行うこ
とができる。

2-3. ケアシステムの構築
・保健福祉政策に基づき、地域特性に応じたケアシステムの構築に係
る施策化ができる。

3　事業化・施策化のた
めの活動

3-1. 事業化・施策化
・地域の健康課題を解決するための自組織のビジョンを踏まえた施策
を各種保健医療福祉計画策定時に提案できる。

4-1.健康危機管理の体制整
備

・有事に起こりうる複雑な状況の対応に備え、平時より関係者との連携
体制を構築できる。
・健康危機管理計画や体制の見直しを計画的に行うことができる。

4-2.健康危機発生時の対応
・有事に起こる複雑な状況に、組織の代表者を補佐し、関係者と連携し
対応できる。

5-1. ＰＤＣＡサイクルに
基づく事業・施策評価

・評価に基づき保健活動の効果を検証し、施策の見直しについて提案
できる。
・施策立案時に評価指標を適切に設定できる。

5-2. 情報管理
・保健活動の情報管理に係る規則の遵守状況を評価し、マニュアル等
の見直しを提案できる。

5-3. 人材育成 ・組織の人材育成方針に沿った保健師の人材育成計画を作成できる。

・根拠に基づき、質の高い保健事業を提案し、その効果を検証できる。
・保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、
活動を倫理的に判断できる。

☺　上司と面談した後、アドバイスをもらったことを書きましょう。

6.保健師の活動基盤

　　　【記載日①：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【記載日②：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【氏　名：  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　】

☺　この１年間の私の「成長」の目標を書きましょう。（年度当初に記載） ☺　この１年間の私の「成長」を書き出しましょう。（年度末に記載）
※「わたしたちがめざす保健師像」「各期の保健師に期待される役割」を参考にして書いてみましょう。
「成長」は目に見えない成長もある（例：ケースの想いを洞察できる等）ので自由に書いてみましょう。

☺　さらにキャリアレベルを獲得（成長）していくために、この１年間で自分が意識すること・取り組みたいことを書きましょう。（年度当初に記載）
※受講したい研修、体験したいこと等も積極的に書いてみましょう。

・所属課の保健事業全般に関して指導的役割を担う。
・自組織を越えた関係者との連携・調整を行う。

Ａ５

１　対人支援活動

2　地域支援活動

4　健康危機管理に関
する活動

5　管理的活動

・組織の健康施策に係る事業全般を理解し、その効果的な実施に対して責任を持つ。

・組織横断的な連携を図りながら、複雑かつ緊急性の高い地域の健康課題に対して迅速に対応する。
・健康課題解決のための施策を提案する。

　※各項目で「◎」が付いた項目については、全体キャリアラダーシート及び１つ上のレベルのキャリアレベルチェックシートをチェックしてみましょう。

体験した内容や到達したキャリアレベルを決めた
理由・課題等（自由記載）

（※記載日と同じ色で記載）

※（例）６カ月後・年度末等に２回目をチェックする場合には色を変えてチェックする。
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自治体保健師の標準的なキャリアラダーチェックシート（レベル別【B１～B４】）

管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー【B１～Ｂ４】

１．キャリアレベルの定義【Ｂ１～Ｂ４】

Ｂ１ 係長級への準備段階

B２ 係長級

B３ 課長級

B４ 課長級以上

２．Ｂ１～Ｂ４に求められる能力　【チェック欄に到達度の記号を記載】　◎　十分にできる　〇　概ねできる　△　少しはできる　×　できない

各レベルにおいて求められる能力
チェック

欄
①（ / ）

チェック
欄

②（ / ）

1. 政策策定と評価
・事業や施策の評価を踏まえ、係長に保健医療福祉政策に係る提案が
できる。

2. 危機管理
・危機管理に係る組織内外の関係者を把握し、有事に備えた関係性の
構築ができる。
・有事にマニュアルに沿って行動し、係長を補佐する。

3. 人事管理
・組織の人材育成方針と保健師の人材育成方針を踏まえて、主体的に
資質向上に取り組むことができる。
・係内の業務内容と量を勘案し、人材配置について係長に提案できる。

1. 政策策定と評価
・住民の健康課題等に基づく事業化、施策化及び事業評価に基づく見
直しができる。

2. 危機管理

・係員が危機管理マニュアルに沿って行動できるよう訓練等を企画でき
る。
・有事に組織内の人員や業務の調整を行い、課長の補佐や部下への
指示ができる。

3. 人事管理
・係内職員の能力や特性を把握し、資質向上のための取組を企画、実
施、評価できる。
・係内の業務内容と量を勘案し、人材配置について課長に提案できる。

1. 政策策定と評価
・保健医療福祉に係る国の動向や組織の方針、施策の評価を踏まえ、
組織の政策ビジョンに係る提言ができる。

2. 危機管理

・課員が危機管理マニュアルに沿って行動できるよう各係長級に対し、
訓練等の実施を指導できる。
・有事に、組織の対応方針に基づき、組織内の人的物的資源等の調整
や管理ができる。

3. 人事管理

・専門職の人材育成計画を策定するため関係者が協働し検討できる場
を設置し運営できる。
・関係課長と連携し、保健師の業務範囲等を踏まえ保健師必要数につ
いて人事部門を含め組織内で提案できる。

1. 政策策定と評価
・保健医療福祉政策に係る必要な計画や法制度整備について組織内
で提言し、実現に向け組織の意志決定者及び関係機関にはたらきかけ
ることができる。

2. 危機管理

・危機管理に必要な計画・マニュアル・内規等の整備を組織に提言し、
具現化することができる。
・有事に、行政の保健医療福祉組織を代表して、関係機関の代表者と
連携し、部局を統括して対応できる。

3. 人事管理
・組織目標・計画を踏まえて、保健師採用計画・配置基準・人事異動を
提言できる。

☺　さらにキャリアレベルを獲得（成長）していくために、この１年間で自分が意識すること・取り組みたいことを書きましょう。（年度当初に記載）
※受講したい研修、体験したいこと等も積極的に書いてみましょう。

☺　上司と面談した後、アドバイスをもらったことを書きましょう。

　※各項目で「◎」が付いた項目については、全体キャリアラダーシート及び１つ上のレベルのキャリアレベルをチェックしてみましょう。

体験した内容や到達したキャリアレベルを決めた
理由・課題等（自由記載）

（※記載日と同じ色で記載）

※（例）６カ月後・年度末等に２回目をチェックする場合には色を変えてチェックする。

Ｂ１～Ｂ４

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

　　　【記載日①：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【記載日②：　　　　　　年　　　　月　　　　日　＜     色でチェック＞】

　　　【氏　名：  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　】

☺　この１年間の私の「成長」の目標を書きましょう。（年度当初に記載） ☺　この１年間の私の「成長」を書き出しましょう。（年度末に記載）
※「わたしたちがめざす保健師像」「各期の保健師に期待される役割」を参考にして書いてみましょう。
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- 12 - 

３ 新任期保健師の成長戦略 

ポートフォリオの基本 

 

・ポートフォリオとは  

ポートフォリオとは、その人自身がこれまでの「学習歴」や「活動歴」「実績歴」

などをファイルしたもの。それは紙ばさみや建築家などがもっている作品集ファイ

ルを意味します。バラバラの情報を一元化するもの（その概念）ととらえればいい

でしょう。その人自身の意志で成果や情報を一元化したもの。学習や仕事のプロセ

ス全体が俯瞰して見えるファイル。 

 

・ポートフォリオの目的 

  ポートフォリオの目的は、資料の記録や保存にとどまるものではなく、常に未来

に活かす意図をもち、学習や仕事の成果を上げるとともに本人のより高い成長のた

めにあります。ポートフォリオを俯瞰することで、進捗や状況全体をつかむことが

でき、方向性がぶれることなくそのクオリティーをあげます。 

 

・ポートフォリオ評価とは  

 ポートフォリオには、現実の軌跡がみえるエビデンス（根拠）やエピソード（逸

話）が入っているので、テストなど数値では評価することが出来ないその人の能力

や人間性を見いだすことができます。このようにポートフォリオを活かす評価を「ポ

ートフォリオ評価」といいます。 

 

・ポートフォリオの効果、活用 

１ 「目標」や「成果」や「評価」を明確にする。 

２ 結果だけでなく「プロセス重視」の評価ができる。 

３ 自己評価・他者評価・相互評価など「360度評価」が叶う。 

４ 個性や特性が見出せるので進路検討や採用面接や評価に活きる。 

 

 

■ ポートフォリオの作成 

★ ファイル種類：Ａ４サイズのクリアポケットファイル 

★ 入れるもの ：自分が手に入れた情報、自分が生み出した考え、メモなど。 

 

 

 

 

 

 

 

  

・入れるものには必ず日付や出典を記入する。 

・入れる順番は、前から時系列に入れる。 ・ゴールシート（ P.110 ） 

・計画表（工程表） 

・文献資料 

・メモ 

・写真 

・アンケート 

・プリント 

・自己評価/他者評価 

・各種データ 

・関連する資料（新聞、ネット） 
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技術指導の例 

～保健師編～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 2月 

厚生労働省 
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技術指導の例 

 

＜新人保健師＞ 

 

保健師活動に関する技術       ページ 

○家庭訪問             １ 

 

○地域診断におけるアセスメント    １３ 
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保健師活動に関する技術指導 

～家庭訪問～ 

【到達目標】 

担当地区の基本的な事例＊の訪問支援を一人で行うことができる。 

 

【到達までの期間】６か月～１年 

 

【保健師活動に関する技術を支える要素】 

・ 担当地区の対象者の把握ができる 

・ 訪問の優先順位を判断できる 

・ 訪問対象として選択した理由及び法的根拠を説明できる 

・ 生活者としての主体性や価値観を尊重できる 

・ 信頼関係の構築、維持ができる 

・ アセスメント、目標設定、計画立案、実施、評価の一連の過程を経ることができ

る 

・ 家族面接や相談の技術を活用できる 

・ 個人・家族の持つ力を引き出すような支援ができる 

・ 正確かつ簡潔な記録ができる 

・ 活用可能な社会資源を理解し、情報提供やケアマネジメントができる。 

・ 他の支援方法と組み合わせることができる 

・ 対象者の置かれている環境が把握できる 

・ 個別支援を通して、地域・環境要因と個の健康との関連を理解できる 

・ 個別支援を通して、集団や地域をみる視点を持つことができる 

 

＊基本的な事例とは、正常分娩の新生児、乳幼児健康診査において要経過観察と判断

された乳幼児、乳幼児健康診査未受診者、健康診査事後指導が必要な成人、慢性期

の療養者（結核・精神・難病等）、独居の高齢者やの高齢夫婦世帯を指す 

 

【研修方法】 

 見学訪問  

担当者：実地指導者（教育担当者） 

研修内容：基礎教育での知識と技術の確認を行う 

新生児等の基本的な事例だけでなく、指導者が 

継続訪問している事例の見学も行う 

・対象者の選択と必要性の判断・法的根拠 

＜新人保健師＞ 
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                   ・訪問前の情報収集・分析と健康課題の抽出 

・対象者との連絡・時間調整、訪問計画の立案 

                   ・対象者に応じた基本的支援技術 

・家庭訪問の実際、訪問後の報告と記録 

・事前事後の関係者との連携の実際 

・家庭訪問の機会を活用した地区踏査 

 振り返り  

担当者：実地指導者（教育担当者） 

研修内容：地域に出る機会を活用した関係づくりを学ぶ 

・観察・判断・計画修正の実際 

・対象者の自立状況のアセスメント 

・継続支援の必要性の判断と次回の計画 

     ・関係機関やキーパーソンとの情報交換の方法 

 ケースミーティング参加  

担当者：教育担当者、実地指導者 

              研修内容：先輩保健師が事例について話し合う場に参加し、

困難事例への対処やチームで考える必要性を学

ぶ 

 ロールプレイ  

              担当者：実地指導者（教育担当者） 

              研修内容：ロールプレイを通して、演習を行う 

・訪問するケースを想定したロールプレイ 

                   ・電話対応、面接技術、計測や対応の実際 

 同行訪問  

担当者：実地指導者（教育担当者） 

              研修内容：地区を把握（地理・交通手段・地域性）する 

対象者の選択・情報収集・訪問計画の立案を助言

を得ながら実施する 

                   ・対象者との時間調整や準備を単独で実施 

・対象者に応じた基本的支援技術の実施 

・指導者の助言を受けながら、訪問を実施 

・訪問の記録を行い、チェックを受ける 

・助言を受けて、必要な関係者に連絡            

 振り返り  

              担当者：実地指導者（教育担当者） 

研修内容：準備・実施・事後処理のプロセスを振り返り、
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困難を感じた点及び失敗した点について、助言を

得る 

                   ・地域資源マップ等により社会資源の実際を把握     

                   ・研修手帳（研修ファイル）に記載  

 単独訪問  

担当者：実地指導者（教育担当者） 

              研修内容：準備から結果報告までを一人で実施する 

              基本的な事例から始め、継続訪問や他のサービ 

スにつなげる事例を経験する 

・訪問時、対象者をとりまく地域環境を把握する 

 振り返り  

              担当者：実地指導者（教育担当者） 

              研修内容：対象者の反応や住環境等、予測と実際との相違

についての理解を深める 

準備、実施、事後処理のプロセスを振り返り、困

難を感じた点について助言を得る 

                   指導者から、家庭訪問での失敗や地域を歩いて住

民と出会う楽しさの語りを聞く 

  事例検討会にケース提出  

担当者：教育担当者、実地指導者 

研修内容：複数の新人や先輩と共に、保健所等による集合 

研修などで実施する 

・アセスメントと支援方法、支援による効果 

・継続訪問した事例について、サマリーの作成 

及び課題の整理                   

                   ・先輩の体験の語りを傾聴する 

                   ・研修手帳（研修ファイル）による相互学習 

 評価  

担当者：教育担当者、実地指導者      

研修内容：コーチングを活用した個別面接を行う 

チェックリストを活用して自己評価を行い、研 

修手帳（研修ファイル）に対する助言を得る 

  １回目：同行訪問後 

  ２回目：初回の単独訪問後 

  ３回目：継続訪問の実施後
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手順 指導時の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ケース選択 

１）担当地区の訪問対象者を把握する 

・各種届出による対象者リストを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）訪問の優先順位をつける 

●訪問対象となった背景を把握する 

・法的根拠に基づくものか、本人の希望を受

けて行うものか、本人は拒否していても必要

と判断して行うものかを把握し、訪問の目的

を理解する 

 

 

 

●基本的な事例を選んで、単独に訪問できる

よう技術の習得を目指す 

●見学訪問では、指導者が継続訪問している

事例の中から、対象者の身体に触れることが

でき、新人が会話に参加できる事例を選ぶ 

●家庭訪問等に実際に出ることが楽しいと

思えるような指導を心がける 

●新人保健師の学習状況の確認 

・家庭訪問の対象者とする根拠 

・基本的な訪問支援の技術 

・社会資源 

・関係機関との連携 

 

 

１．ケース選択 

●訪問対象者を把握する方法についての知

識を確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

●優先順位が分からない場合は指導者に相

談するように伝えておく 

●優先順位の判断に関する根拠を確認する 

    

 

 

   

 

 

・各種届出 

・健康相談・健康診査 

・住民や関係者からの依頼 

・感染症や災害等の発生時 

・日頃の地区活動から 

・自治体での重点的取組み 

・調査（栄養調査・実態調査・研究） 

※家庭訪問の優先順位 

1. 生命の危険がある 

2. 依頼者や相談者の不安が強い 

3. 周囲の人への影響が強い 

4. 公衆衛生上の課題 
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２．訪問計画の立案 

１）情報を収集・整理し、支援の方向性を検

討する 

●新生児・乳幼児の初回訪問時、事前情報は

少ないが、正常な発育発達を促進するような

支援を検討する 

●結核・精神疾患・難病などの場合、病名、

治療方針及び内容等を確認する 

●アセスメント内容の統合と健康課題を抽

出する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）支援の目標と計画を立案する 

●様々な状況を想定して、対応を計画 

●緊急対応が必要な事例は、指導者の訪問に

同行させて経験する等工夫する 

 

 

2．訪問計画の立案 

●基礎知識・技術を確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修手帳（研修ファイル）についての助言

を行う 

 ●対象別の知識や支援方法や保健医療福祉 

制度に関する情報を、既存資料やインターネ

ットを活用して入手する 

   

 

 

※訪問計画に必要な基礎知識の例 

●新生児・乳幼児の場合 

 ・発育（1 日体重増加量・カウプ指数・

身長体重曲線等） 

・発達（月齢・年齢の発達） 

・栄養に関すること 

・予防接種ほか保健サービス 

・母親の健康に関すること 

・家族の機能 

●成人の場合 

・生活習慣病に関する基礎知識 

・健康診査結果の読取り 

・職場の環境、生活スタイル 

・行動変容や学習支援法 

●結核・精神・難病の場合 

・疾患の基礎知識 

・医療費助成等の保健医療福祉制度 

●高齢者の場合 

・加齢に伴う心身の変化 

・個人・家族の発達課題 

・疾病や薬剤に関する知識 
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・コミュニケーションが十分に取れない対象

の場合 

・拒否や暴力がある人の場合 

・本人に会えない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）支援に必要な社会資源の情報を収集する 

●現在活用している社会資源やネットワー

ク図を作成し、3 か月後・6 か月後など時間

とともに変化するかを予測する 

 

 

 

●収集した情報と分析結果を確認 

・情報収集先について助言する 

・個人情報保護の観点を確認 

・アセスメントの方法について助言する 

 （例）精神や難病の事例の場合 

   本人・家族の生活歴（病歴を含む）を時

系列で整理することにより、病気が本人・

家族に及ぼす影響、対処パターン、強みな

どを見出すことができる 

●アセスメント結果について、良い点はほ

め、不足する点は助言する 

●訪問計画について、実施項目が多くならな

いよう、時間配分や誰に会うか等を考えてい

るか、確認する 

●初期の段階など必要時、ロールプレイで訪

問場面をイメージする 

・ロールプレイを行い、実際場面をイメージ

できるように促すとともに、訪問の流れ（開

始から終了の挨拶まで）を考えるよう助言す

る 

・各種資料を活用した説明や拒否された場合

等の対応ができるよう、ロールプレイを行う 

・新生児・乳児訪問の場合、児の抱き方、身

体計測方法、衣服の着脱方法等を事前に確認

する 

・観察のポイントや母子健康手帳の活用方法

を確認する 

 

 

●社会資源について確認し、必要に応じて助

言する 

・関係機関と連携の必要な人の把握状況を確

認する 

・訪問前に連絡が必要か否かの判断を確認す

る 
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４）訪問時に持参する保健指導用教材を作成

する 

●対象や訪問目的に合わせた資料や保健指

導に必要な媒体を準備する 

 

 

 

 

 

3．訪問日時の決定 

１）対象者の自宅又は連絡先に電話をかける 

●自分の所属と氏名を名乗る 

●訪問の目的を説明し、対象者との共通理解

を得る 

●対象者のニーズの確認を行う 

 

２）訪問の日時を約束する 

●電話する前に、自分の都合の良い日時を３

つ程度リストアップしておく 

●対象者の都合を確認し、日時を決定する 

●家族への電話の場合、支援対象本人に会い

たい希望を伝えておく 

●新生児であれば、退院日、母乳（ミルク：

乳児用調整粉乳）の飲み具合、母子の体調、

母親の心配事などについての追加情報を得

る 

 

 

4．事前準備 

１）訪問場所を確認する 

 

２）出発時間を確認する 

●余裕を持って到着するようにする 

 

３）必要物品を準備する 

●目的に応じた必要な物品と訪問かばん 

 

●保健指導用教材の作成を行う 

・年齢等、対象の特性を考慮しているか確認

する 

・既存の資料を用いる場合、個別性の付加が

必要か否かを確認する 

 

 

 

3．訪問日時の決定 

●初期の段階における電話対応について、指

導する 

・留守の場合や断られた場合の対応が考えら

れるように、電話対応のロールプレイをして

おく（指導者が本人・家族の役になり、種々

の場合を想定する） 

・新人保健師が訪問対象者に初めて電話する

場合は、側で見守り、必要時には助言する  

・新人の電話対応について、早い段階で気に

なる点については助言する 

 

●追加情報を得て訪問計画を修正した場合、

報告を求め、必要時は助言する 

 

 

 

 

 

４．事前準備 

●初期の段階では、訪問場所等について助言

する 

・場所と経路を一緒に確認し、目印となる建

物や道路事情・交通機関情報等の情報収集の

方法について助言する 

・事例によっては訪問先でなく、他の場所に

駐車した方が良い場合もあることや、駐車場
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●目的に応じた必要な資料・媒体 

●基本的な私物（身分証明証・運転免許証・

財布・携帯電話など） 

 

４）名刺や連絡票を準備する 

  

 

5．訪問の実施 

１）出発する 

①目的や対象に応じた服装を整える 

②訪問場所・訪問の目的と計画・準備物品を

再確認する 

③上司や同僚に出かける旨を報告する 

④約束した時間に声をかけるように時間を

設定する 

 

２）訪問先で挨拶をする 

①所属・氏名を明瞭に名乗り、自己紹介する 

②訪問の目的を明確に伝える 

③相手を確認する 

④留守の場合は、訪問目的と連絡先を書いた

名刺、又は連絡票を郵便受けや玄関ドア内側

などに入れる 

 

 

 

 

３）目的・状況に応じた展開を実施する 

①誠実な態度で相手の話を傾聴する 

②生活の場で収集した新たな情報を基に、 

再アセスメント及び計画の修正をその場で

行う 

③対象に応じて身体計測・療養相談・生活指

導などを実施する 

④必要に応じて社会資源の情報を提供 

⑤不安や疑問が解消、又は軽減したかを確認

等についての具体的な助言を行う 

 

 

 

 

 

 

5．訪問の実施 

●単独訪問の場合、 

・余裕を持って準備できているかを確認する 

・緊張を和らげるよう声かけをする 

 

 

 

 

 

 

●挨拶やコミュニケーションの様子を見守

る 

・相手を尊重した誠実な態度であるか 

・明瞭な言葉遣いをしているか 

・アイコンタクトやペーシングなど傾聴のス

キルを活用しているか 

●振り返りを行い、必要な場合はロールプレ

イを再度行い、次回訪問に向けて自己の課題

を明確にする 

 

 

●計測・観察等の技術の実施状況を確認する 

・血圧や体重測定等の技術 

・面接の中での身体的・心理的・社会的な観 

察や住環境のアセスメント 

●相談の技術の発達を促す 

・カウンセリングやコーチングなどコミュ

ニケーションスキルを活用した面接技術

は、指導者が実施し、見せる 
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する 

⑥継続支援の必要性を判断し、対象と相談す

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．報告と記録 

１）要点を指導者とともに上司に報告をする 

・出会えた人 

・要した時間 

・支援内容と対象の反応 

・計測値などの結果 

・今後の予定など 

 

 

 

 

２）記録を行う 

訪問前 

・情報 

・アセスメントの総括と健康課題 

・訪問計画 

・必要な関係機関との連絡内容 

訪問後 

・訪問者と時間 

・被訪問者 

・上手くいかなかった場合は、その状況を再

現し、相手の立場に立って考えることを促す 

 

 

●実施後の振り返りの際、良い点を褒め、新

人保健師に感想や観察したことを語らせた

後、指導者が得た情報や判断内容、その理由

を新人保健師に伝える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6．報告と記録 

●まず慰労し、訪問後の報告と感想を聞き、

必要な内容が報告されているかを確認する 

・今後の予定の判断については、対象者の意

思を確認する 

・支援実施内容を確認し、支援を行うに至っ

たアセスメントの経過を確認する 

●上手くいかなかった事例の場合や対応に

困った事例の場合には、必要であれば別室で

話を聞く 

 

 

●記録内容を確認し、必要時は助言する 

・事実が客観的に記録されているか 

・必要事項が見やすく記載されているか 

・アセスメントや評価・考察などが記載され

ているか 

 

 

 

※面接相談の技術 

●対象者が安心して話に集中できる

環境を設定する 

●誠実な態度で話を聞き、傾聴や共感

的理解に努める 

●個人・家族の考え方や生活スタイル

を尊重する 

●個人・家族自らが自分の健康課題に

気づき、解決に向けて主体的に取り組

むように働きかける 
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・訪問場面の状況 

・対象者のアセスメントと健康課題 

・支援内容と個人・家族の反応 

・健康課題に対する支援結果と残された課題 

・必要な関係機関との連絡内容 

・次回訪問の必要性と時期 

 

 

7．事後処理 

１）物品の整理 

 

２）必要時に対象への連絡・情報提供 

 

３）健康課題により、他の専門職につなぐ 

 

４）関係機関との連携 

●訪問前：必要時、情報を収集する 

●訪問後：結果を報告するとともに、今後の

予定を確認する 

  

 

 

 

8．地区管理 

●訪問ケースの管理台帳を作成する 

●月間計画・年間計画の中に訪問予定を入れ

る 

●関係者・関係機関マップを作成する 

  

 

 

９．事例検討 

●継続訪問した事例のサマリーを作成する 

・健康課題 

・支援目標 

・支援経過と結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．事後処理 

 

 

 

 

 

 

●関係機関との連携の実際について、指導者

の電話対応を意図的に聞かせ、ミニ・ロール

プレイをするなど、対応を具体的に助言する 

●電話だけでなく、関係機関の近くに出向い

た機会を活用して直接関係者と話す重要性

を伝える 

 

 

8．地区管理 

●担当地区の関係機関やキーパーソンの情

報などを、研修手帳（研修ファイル）にまと

めるよう助言する 

・訪問者宅が記載された地図など、個人情報

の管理に注意するよう促す 

 

 

９．事例検討 

●プレゼンテーションと討議により、対象の

理解や支援方法の知識を深めるとともに、家

庭訪問への意欲を高める 
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・評価・考察の要約 

・事例紹介に必要な最低限の情報 

 

●集合研修において、研修手帳（研修ファイ

ル）を持参してもらい、新人保健師同士で見

せ合うことにより工夫点や入手したい情報

を相互に学ぶ機会とする 
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【家庭訪問のチェックリスト】 

                 氏 名（              ） 

◎：一人でできる     ○：支援があればできる 

目標達成期間   ６か月～１年 

確認事項 
実施

月日 

自己

評価 

他者

評価 

①担当地区の訪問対象者を把握することができる    

②訪問の優先順位を考えることができる    

③訪問対象となった背景や法的根拠を説明できる    

④訪問日時を調整し、設定できる    

⑤対象にあわせた必要物品を整えることができる    

⑥健康課題を見出し、訪問計画を立案することができる    

⑦訪問目的の主たる対象者に直接会うことができる    

⑧安全な方法で支援技術を提供できる    

⑨家庭環境の観察や相談内容によって、訪問計画を修正できる    

⑩個人･家族と信頼関係を築くことができる    

⑪生活者としての価値観や信念を尊重することができる    

⑫個人･家族の持つ力を引き出すことができる    

⑬個人･家族が活用可能な社会資源の情報を提供できる    

⑭健康課題の解決に向け、主体性を尊重した援助ができる    

⑮具体的かつ客観的に記録を書くことができる    

⑯必要に応じて関係機関と連携することができる    

⑰訪問結果および支援経過を正確かつ迅速に報告できる    

⑱個別支援から集団や地域をみる視点を持つことができる    

⑲単独で継続訪問できる    

⑳困ったときには指導者の助力を求めることができる    

㉑継続訪問した事例のサマリーを作成し、自己の課題についてプレ

ゼンテーションができる 

   

コメント（今後のアドバイスなど） 
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～地域診断におけるアセスメント～  

地域診断は、保健師活動の基盤であるが、新人保健師の到達目標とその到達の目安等を

考慮した結果、保健師活動に関する技術指導例としては、アセスメント過程のみを記載す

るものとした。 

【到達目標】 

○身体的・精神的・社会文化的・環境的側面から客観的・主観的情報を収集すること

ができる 

○地域、対象者の属する集団を全体としてとらえ、健康のアセスメントができる 

 

【到達までの期間】  2 か月～1 年 

 

【保健師活動に関する技術を支える要素】 

   ・疫学の方法論を説明できる 

   ・各種保健統計の意味を理解して、地域診断に活用できる 

   ・保健師が行う地域診断の目的を理解している 

   ・地区踏査を行い、地域の概要を把握できる 

   ・地域の基本構造をアセスメントする視点を理解し、身体的・精神的・社会文化的・

環境的な基本的データを説明できる 

     ・人口静態・構造（家族を含む）、人口動態 

     ・経済、政治、教育、コミュニケーション、運輸・安全など 

     ・保健医療福祉システム 

     ・自然環境、地理的環境 

     ・歴史、価値規範 

   ・地域における対象者の健康状態をアセスメントするための身体的・精神的・社会

文化的・環境的な基本的なデータを説明し、その所在が分かる 

     ・全般的健康指標 

     ・母子保健データ 

     ・成人保健データ 

     ・高齢者保健データ 

     ・感染症関連データ 

     ・保健行動・保健意識に関するデータ      

   ・地域の既存の一次データ、二次データを収集し、比較分析できる 

   ・地域の保健師活動から得られた質的データをアセスメントに活用できる 

   ・対象者の声を聞き、アセスメントに活用できる 

保健師活動に関する技術 

85 

Administrator
長方形



14 
 

【研修方法】 

 集合研修  

担当者：保健所長、教育担当者、実地指導者 

基礎教育での知識と技術の確認を行う 

研修内容：保健統計の意味とデータ分析、疫学方法論、地

域診断方法論（目的、質的・量的データ収集と分析）など

の講義と演習を行い、地域診断のための基礎的知識を確認

する 

 

 実際の地域診断事例の提示  

担当者：教育担当者、実地指導者 

研修内容：より実際的な理解を深めるため、所属組織の保

健計画とデータに基づく地域診断の討論などの講義・演習

を行う 

                             

   実施  

担当者：実地指導者 

           研修内容：担当する地域を対象に地域診断を実施する 

 

 評価  

担当者：教育担当者、実地指導者 

研修内容：集合研修で地域診断の報告を行い、参加者と意

見交換を行う。その後、指導者が評価を行う 

研修内容を所属機関に持ち帰り、所属機関内のスタッフに

プレゼンテーションを実施し、再検討を行う 
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手順 指導時の留意点 

１．準備 

 

 

 

 

 

 

２．実施 

１）地区踏査によって概要を把握する 

●担当地区の概要を把握する 

①地区踏査を実施する  

②地図に、観察事項及び収集したデータを 

記載する 

③レポートを作成する 

④指導者からフィードバックを受ける 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●所属機関の概要を把握する 

①活動を通しての地区踏査を実施する 

②レポート又は面接により、指導者に観察事

項を報告する 

③保健事業と関連付けて地域診断の目的を 

理解する 

 

 

 

 

 

１．準備 

●新人保健師の保健師教育での学習状況を 

確認する 

・地域診断の知識、理解度、実習での実施の 

程度を把握する 

 

 

２．実施 

●日常的に実施する保健師活動を基盤にし

た地区診断から行い、無理なく地域に入って

いくことを大切にする 

・担当地区がない場合は、中学校区などの踏

査から実施する 

・新人の気づきを伸ばすように指導する 

 

※地区踏査の視点の例 

 ・歴史       ・人口属性 

 ・価値観と信念   ・民族性（地域性）  

 ・行動       ・保健医療と福祉 

 ・物理的環境    ・安全と交通 

 ・経済       ・政治と行政 

・教育       ・レクリエーション 

・コミュニケーション、情報 

 

●日常的に実施する保健師活動を通して、地

域を理解させる 

・意図的に地域の背景を伝える 

・指導者の視点による地域の観察点を言葉で

伝え、確認する 

・多様な地区に保健事業や家庭訪問等で出向

き、地域の多様性・多面性と特性に気づく機

会を提供する 

・新人保健師の主体的な学びをサポートする 

・保健事業と関連させて、地区を深く理解す

ることの目的と意義を考えるよう促す 
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２）基本となる既存データから地域の実態を

理解する 

①既存データの所在を把握する 

・既存データを担当者から入手する 

・保管場所、検索先を把握する 

 

②人口静態、人口動態データから所属機関が

所管する地域（以下、所管地域という）のア

セスメントを実施する 

・人口静態データ（総人口、性・年齢別人口、

家族構成）、人口動態データ（死亡、出生、

婚姻・離婚）について、所属機関における所

在を把握する 

・データの出所と算出方法を理解する 

・経年的にデータを収集する 

・動向を見て、データを判断する 

 

③所管地域の人々を理解するためのデータ

のアセスメントを実施する 

・地域の歴史を調査する 

・地域の文化を調査する 

  

④所管地域の地理的な自然環境のアセスメ

ントを実施する 

・地理的な特徴を調査する 

・自然環境を調査する 

 

 

 

⑤所管地域の社会文化的状況のアセスメン

トを実施する 

・経済状態 

・行政組織と財政 

・交通 

・安全 

・教育 

●基本的な客観的データを用いた地域アセ

スメントを行う 

   

 

 

 

・●人口静態データ、人口動態データが基本で 

あると理解させる 

・人口動態データ等 

・データの算出方法から、データの特性を 

理解しているか確認する 

 

 

 

 

 

 

※③～⑤については、地域を大まかに見て、

概要を理解することを目的とし、詳細なデー

タを要求せず、広い視野で地域を見るように

助言する 

 

●地域保健計画や市町村総合計画等を活用

することもできる 

・地理的な自然環境等の要素は、人々の健康

の背景であり、健康問題の原因、又は解決の

ための資源であることを理解できるよう助

言する 

 

●所属組織の意思決定や財政状況を理解で

きるよう助言する 
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・地域関係（コミュニケーション） 

 

⑥所管地域の保健医療福祉システムのアセ

スメントを実施する 

・医療機関 

・保健機関 

・福祉機関 

・健康保険            等 

 

⑦所管地域の健康状態の概要のアセスメン

トを実施する 

ア．所管地域の健康水準について 

・平均寿命 

・年齢調整死亡率 

・合計特殊出生率         等 

 

イ．所管地域の疾病構造について 

・死因別死亡割合 

・受療率 

・健康保険データ         等 

 

ウ．基本となる母子保健データについて 

・出生数（率） 

・低体重児出生数（率） 

・乳児死亡率 

・乳幼児健康診査結果       等 

 

エ．基本となる成人保健データについて 

・特定健康診査データ（生活習慣病）  等 

 

オ．基本となる高齢者の保健データについて 

・介護保険データ （要介護度）   等 

  

カ．感染症関連データについて 

・結核 

・予防接種率             

 

 

●関係機関を理解するよう促す 

・地域の資源の過不足ではなく、どのような

組織機関があるのか、またどのような事業を

実施しているかについて知ることを重視す

る 

・実際に連携している機関を把握する 

 

●所属機関が担っている対象の健康状態を、

全体的に理解することに重点を置いて指導

する 

・データの算出方法等の基礎知識を確認しデ

ータが示す内容を理解できるように指導す

る 
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・感染症発生動向調査週報 

・インフルエンザ様疾患発生報告（学校欠席

者数）              等          

 

３）活動を通して対象者の声を活用した地域

のアセスメントを実施する 

●２）のアセスメント結果に、保健師活動を

通して把握した対象者の情報等を付け加え

てアセスメントを実施する 

 

 

 

 

 

 

 

４）他の地域との比較を行い、地域の特性の

アセスメントを実施する 

●２）、３）のアセスメント結果を、近隣の

地域、保健所、都道府県、国のデータと比較

し、対象とした地域の実態を相対的に位置付

け、データの判断を行う 

 

 

 

 

 

●質的なデータをアセスメントする際、対象

者の生の意見を活用するよう指導する 

●量的データ及び質的なデータの判断を統

合して行えるよう指導する 

●訪問や健康診査等で出会った対象者から

の意見を大切にすることで、地域の健康課題

に結び付くことを理解できるように指導す

る 

●日常的な保健師活動における感受性を磨

くことの大切さに気づけるように指導する 

 

 

●客観的なデータを判断できるように指導

する 

・データの判断基準を理解する 

・所属機関が担っている対象の健康状態を判

断する 

※特に、業務分担制をとる機関においては、

各々の分野から見た地域の特徴を踏まえ、統

合的に地域アセスメントを行う視点が必要

である 

 

※２）～４）については、担当地区でも可能であるが、担当地区の場合はデータ収集を別

作業で行う必要があるため作業量が多くなることに加え、所管地域の理解から始めること

が基本であることから、担当地区のアセスメントと健康課題の抽出を 2 年目に行うという

場合もある。 

90 

Administrator
長方形



19 
 

【地域診断におけるアセスメントのチェックリスト】 

                 氏 名（              ） 

◎：一人でできる     ○：支援があればできる 

目標達成期間   2か月   6 か月  1 年 

確認事項 
実施

月日 

自己

評価 

他者

評価 

①疫学の方法論を説明できる    

②各種保健統計の意味を理解して、算出方法を説明できる    

③保健師が行う地域診断の目的を説明できる    

④地区踏査の方法と視点を説明できる    

⑤担当地区の地区踏査ができる    

⑥所管地域の地区踏査ができる    

⑦地域の基本構造をアセスメントする視点を説明できる    

⑧地域の基本構造をアセスメントするための、身体的・精神的・社

会文化的・環境的な基本的なデータを説明できる 

   

⑨地域の健康状態をアセスメントするための、身体的・精神的・社

会文化的な基本的なデータを説明できる 

   

⑩地域をアセスメントするためのデータの所在を説明できる    

⑪所管地域の人口静態データ、人口動態データを経年的に収集し、

判断できる 

   

⑫所管地域の人々を理解するためのデータのアセスメントができる    

⑬所管地域の地理的自然環境をアセスメントできる    

⑭所管地域の社会文化的状況をアセスメントできる    

⑮所管地域の保健医療福祉システムをアセスメントできる    

⑯所管地域の健康水準をアセスメントできる    

⑰所管地域の疾病構造をアセスメントできる    

⑱所管地域の基本となる母子保健データのアセスメントができる    

⑲所管地域の基本となる成人保健データのアセスメントができる    

⑳所管地域の基本となる高齢者の健康データのアセスメントができ

る 

   

㉑所管地域の基本となる感染症関連データのアセスメントができる    
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㉒活動を通しての対象者の意見を活用した地域のアセスメントがで

きる 

   

㉓近隣の地域、保健所、都道府県、国のデータと比較して、所属地

域の健康状態を判断できる 

   

コメント（今後のアドバイスなど） 
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鳥
取
県
職
員
の
人
材
育
成
、
能
力
開
発
に
向
け
た
基
本
方
針

～
み
ん
な
で
創
ろ
う
「
活
力
あ
ん
し
ん
鳥
取
県
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て
～

組
織
の
力
を
最
大
限
に
引
き
出
し
、
高
め
る
た
め
に
は
、
個
々
の
職
員
の
意
欲
・
能
力
の
向
上
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
で
示
さ
れ
た
「
活
力
あ
ん
し
ん
鳥
取
県
」
の
実
現
に
向
け
て
少
数
精
鋭
に
よ
る
組
織
力
の
一
層
の
強
化

が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
人
材
育
成
の
重
要
度
は
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
基
本
方
針
は
、
求
め
ら
れ
る
「
鳥
取
県
職
員
像
」
や
「
特
に
重
要
な
能
力
、
姿
勢
」
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
職
員
の
人
材
育
成
、

能
力
開
発
に
向
け
た
今
後
の
人
事
施
策
の
基
本
的
な
方
向
や
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
す
。

今
後
は
、
こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
意
欲
・
能
力
の
一
層
の
向
上
を
図
り
、

組
織
の
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
、
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

平
成
２
１
年
１
２
月

鳥
取
県
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業
務
経
験
・
Ｏ
Ｊ
Ｔ

評
価
結
果
の
反
映
（
異
動
・
昇
任
）

能
力
開
発
・
業
務
従
事
の
意
向

へ
の
助
言
、
反
映

研
修
受
講
の
助
言
等

給 与 反 映

評
価
結
果

の
反
映

（
勤
勉
手
当
）

（
昇
給
）

向
上
心
、

学
習
意
欲

能
力
・
適
性
の

把
握
・
評
価

経
験
の
蓄
積

意
欲
・
動
機
づ
け

能
力
・
経
験

の
活
用

人
材
育
成
の
サ
イ
ク
ル

鳥
取
県
職
員
の
人
材
育
成
、
能
力
開
発
に
向
け
た
基
本
方
針

目
標

鳥
取
県
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
み
ん
な
で
創
ろ
う
「
活
力
あ
ん
し
ん
鳥
取
県
」
の
実
現

求
め
ら
れ
る
「
鳥
取
県
職
員
像
」

協
働
と
連
携
に
よ
り
､地
域
の
発
展
に
貢
献
す
る
職
員

■
公
平
・
公
正
な
職
務
遂
行
に
使
命
感
・
誇
り
（
志
）・
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
む
職
員

■
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
組
織
の
内
外
で
連
携
を
図
る
職
員

■
地
域
・
組
織
の
課
題
や
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
自
ら
進
ん
で
考
え
､行
動
す
る
職
員

■
地
域
を
支
え
る
「
人
財
」
と
し
て
成
長
し
続
け
る
職
員

■
県
民
の
幸
福
（
充
実
し
た
生
活
､安
心
）
の
実
現
に
向
け
た
高
い
使
命
感
や
誇
り

■
公
務
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
高
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識

■
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
協
働
・
連
携
の
基
礎
と
な
る
対
話
力
､調
整
力

■
組
織
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
る
協
調
性
・
貢
献
力

■
環
境
変
化
の
中
で
､地
域
や
組
織
の
課
題
に
気
づ
き
､論
理
的
に
考
察
､判
断
し
､そ
の
解
決
策
を
見
つ
け
る
力

■
県
民
視
点
に
立
っ
て
課
題
の
把
握
や
解
決
方
策
を
検
討
、
具
体
化
し
、
実
行
す
る
力

■
組
織
目
標
・
業
務
目
標
の
達
成
に
向
け
、
組
織
や
業
務
を
的
確
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
力

■
業
務
の
高
度
化
､複
雑
化
に
対
応
で
き
る
高
い
専
門
能
力
（専
門
性
）

■
成
果
を
生
み
出
す
た
め
に
､自
ら
の
能
力
を
高
め
､最
大
限
に
発
揮
し
よ
う
と
す
る
意
欲
や
行
動
力

■
仕
事
を
通
じ
て
職
員
を
指
導
し
､育
て
る
能
力
（
人
材
育
成
能
力
）

特
に
重
要
な
（
大
切
に
し
た
い
）
能
力
､姿
勢

面 談

研 修

職
員
の
能
力
発
揮
・
成
長

教
育

人 事 配 置

人 事 評 価

人
材
育
成
、
能
力
開
発
に
向
け
た
人
事
施
策
の
考
え
方

職
員
と
組
織
の
成
果
発
揮
（
能
力
発
揮
）
を
支
え
る
人
事
施
策
の
展
開

人
事
配
置
、
業
務
経
験
・
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
る
経
験
の
蓄
積

研
修
に
よ
る
教
育

人
事
評
価
、
面
談
に
よ
る
意
欲
・
動
機
づ
け

→
人
材
育
成
・
能
力
開
発
に
よ
り
有
効
性
が
高
い
人
事
制
度
等
の
充
実

→
能
力
開
発
に
重
点
化
し
た
研
修
体
系
の
再
構
築
と
人
事
制
度
等
と
の
一
体
化

→
わ
か
り
や
す
く
納
得
性
が
高
い
評
価
制
度
と
人
事
制
度
・
研
修
等
の
連
携

計
画
的
に
実
施

職
員
自
ら
の
主
体
的
な
能
力
開
発
を
促
進
・
支
援

↑
↑

↑
職
場
環
境
・
風
土
の
改
善

（
人
材
育
成
・
能
力
開
発
基
本
方
針
）
Ｐ
．
１
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■
中
長
期
的
な
育
成
（
段
階
的
能
力
開
発
）
の
視
点
を
よ
り
重
視
し
た
計
画
的
な
人
事
配
置
と
研
修
の
実
施

・
年
齢
・
経
験
・
職
位
に
応
じ
た
育
成
の
考
え
方
（
能
力
開
発
・
発
揮
の
重
点
）

２
０
歳
代
の
職
員
（
主
事
・
技
師
級
）
→
基
礎
的
職
務
能
力
の
定
着

３
０
歳
代
の
職
員
（
主
事
・
技
師
級
、
係
長
級
）
→
専
門
能
力
の
向
上
・
発
揮

４
０
歳
代
以
上
で
係
長
級
以
下
の
職
員

→
専
門
能
力
の
発
揮

課
長
補
佐
級
の
職
員

→
管
理
能
力
の
習
得
、
専
門
能
力
の
発
揮

・
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
（
業
務
適
性
・
志
向
）
形
成
へ
の
支
援

３
０
歳
、
４
０
歳
の
時
期
に
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
研
修
を
実
施

研
修
後
に
人
事
担
当
者
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
面
談
を
実
施

・
昇
任
に
向
け
た
適
時
・
適
切
な
能
力
開
発
、
動
機
づ
け

係
長
級
、
課
長
補
佐
級
、
課
長
級
へ
の
昇
任
を
視
野
に
入
れ
た
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修
を
実
施

■
的
確
な
昇
任
者
選
抜
と
管
理
職
登
用

職
員
の
育
成
に
係
る
具
体
的
な
取
組
（
人
事
配
置
・
研
修
・
人
事
評
価
に
お
け
る
重
点
的
な
取
組
：
主
な
も
の
）

計
画
的
な
育
成
視
点
で
の
人
事
配
置
・
登
用

■
若
年
層
に
対
す
る
職
場
で
の
人
材
育
成
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）
と
研
修
（
ｏ
ｆｆ
Ｊ
Ｔ
）
を
強
化

・
新
規
採
用
職
員
育
成
に
お
け
る
職
場
（
所
属
長
、
上
司
）
の
役
割
の
明
確
化
と
計
画
的
な
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
実
施

・
基
礎
的
職
務
能
力
の
定
着
・
向
上
を
よ
り
重
視
し
た
研
修
の
実
施

・
新
規
採
用
職
員
に
対
す
る
先
輩
職
員
助
言
・
支
援
制
度
に
よ
る
支
援
等
の
充
実

■
採
用
時
の
人
材
選
抜
を
強
化

・
求
め
ら
れ
る
「
職
員
像
」
を
踏
ま
え
た
人
材
の
選
抜

・
条
件
附
採
用
期
間
の
厳
格
か
つ
的
確
な
運
用

若
年
層
の
人
材
の
強
化

■
専
門
能
力
（
専
門
性
）
の
強
化
・
向
上
に
視
点
を
お
い
た
研
修
の
充
実

・
自
治
研
修
所
に
お
け
る
能
力
開
発
研
修
の
充
実

・
よ
り
有
効
性
の
高
い
部
局
研
修
の
実
施
（
自
治
研
修
所
と
の
連
携
・
協
力
の
推
進
、
内
容
の
充
実
）

■
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
目
指
し
た
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
職
員
の
計
画
的
育
成
と
活
用
（
登
用
）

・
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
研
修
・
キ
ャ
リ
ア
面
談
に
よ
り
、
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
形
成
を
支
援

・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
職
員
を
目
指
し
た
育
成
と
活
用
（
登
用
）

業
務
の
高
度
化
、
複
雑
化
に
対
応
し
た
専
門
能
力
の
強
化

■
求
め
ら
れ
る
「
職
員
像
」
「
能
力
水
準
」
な
ど
を
踏
ま
え
た
新
た
な
研
修
体
系
の
実
施

・
基
礎
的
職
務
能
力
の
定
着
・
向
上
を
よ
り
重
視
し
た
新
規
採
用
職
員
に
対
す
る
新
た
な
研
修
体
系

・
新
た
な
階
層
別
研
修
と
昇
任
前
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修
の
実
施

・
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
研
修
の
充
実
と
キ
ャ
リ
ア
面
談
の
実
施

■
人
事
評
価
の
結
果
を
活
用
し
た
能
力
開
発
向
上
研
修
な
ど
へ
の
受
講
等
の
助
言
・
支
援

■
体
験
・
実
感
型
活
動
や
社
会
貢
献
活
動
等
を
活
用
し
た
新
た
な
研
修
の
実
施

・
体
験
型
・
実
感
型
研
修
の
充
実
（
拡
充
）

・
社
会
貢
献
活
動
を
自
主
研
修
活
動
と
し
て
評
価

研
修
の
強
化

■
求
め
ら
れ
る
「
職
員
像
」
「
基
本
的
な
役
割
」
「
能
力
水
準
」
な
ど
を
踏
ま
え
た
人
事
評
価
制
度
の
充
実

■
わ
か
り
や
す
さ
・
納
得
性
を
よ
り
重
視
し
た
人
事
評
価
制
度
の
充
実

・
評
価
項
目
と
着
眼
点
の
簡
素
化
（
整
理
・
見
直
し
）
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
の
ス
リ
ム
化

わ
か
り
や
す
く
納
得
性
が
高
い
人
事
評
価
制
度
の
充
実
（
整
理
・
見
直
し
）

■
業
務
遂
行
の
課
題
・
精
神
性
疾
患
等
を
抱
え
る
職
員
に
対
す
る
早
期
か
つ
的
確
な
支
援
の
実
施

・
「
業
務
遂
行
に
支
障
の
あ
る
職
員
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
く
的
確
な
支
援
の
実
施

・
業
務
遂
行
に
支
障
の
あ
る
職
員
に
対
す
る
業
務
改
善
支
援
研
修
の
実
施

業
務
遂
行
に
支
障
の
あ
る
職
員
等
に
対
す
る
支
援
の
強
化（
人
材
育
成
・
能
力
開
発
基
本
方
針
）
Ｐ
．
２
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中
長
期
的
な
育
成
（
段
階
的
能
力
開
発
）
の
視
点
を
よ
り
重
視
し
た
計
画
的
な
人
事
配
置
と
研
修
の
全
体
像

管
理
職

（
課
長
級
以
上
）

課
長
補
佐
級

係
長
級

一
般
職
員

（
主
事
・
技
師
級
）

育
成
コ
ン
セ
プ
ト

異
動
サ
イ
ク
ル

（
基
礎
的
職
務
能
力
開
発
期
）

２
～
３
年
サ
イ
ク
ル
で
３
所
属
経
験

原
則
３
年
サ
イ
ク
ル

新 規 採 用 職 員 に 対 す る

研 修

キ ャ リ ア ビ ジ ョ ン 研 修

昇
任
前
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

職
員
の
個
別
事
情
に
対
応
し
た
Ｏ
Ｊ
Ｔ

業
務
改
善
支
援

訓
練
・
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

↓
業

務
改
善
支
援
研
修

（
能
力
分
析
、
改
善
指
導
）

特
定
業
務
従
事

（
エ
キ
ス
パ
ー
ト
職
配
置
）

例
：
会
計
、
税
な
ど

新
規
採
用

３
０
歳

４
０
歳

求 め ら れ る 「 鳥 取 県 職 員 像 」

昇
任
前
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

昇
任
前
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

新
任
課
長
級
研
修

新
任
課
長
補
佐
級
研
修

新
任
係
長
級
研
修

キ ャ リ ア ビ ジ ョ ン 研 修

基
礎
的
職
務
能
力
の
定
着
（
習
得
）

業
務
処
理
（
専
門
能
力
）
の
向
上
・
開
発

業
務
処
理
（
専
門
能
力
）
の
発
揮

管
理
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
能
力
の
向
上
（
習
得
）

管
理
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
能
力
の
発
揮

能
力
開
発
・
自
主
学
習
支
援

体
験
型

（
実
感

型
）
研
修

キ
ャ
リ

ア
面
談

社
会
貢
献
活
動
の
自
主
研
修
【
新
設
】

体
験
型

（
実
感

型
）
研
修

【
拡
充
】

【
新
設
】

（
人
材
育
成
・
能
力
開
発
基
本
方
針
）
Ｐ
．
３

キ
ャ
リ

ア
面
談
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職
位
ご
と
に
求
め
ら
れ
る
「
基
本
的
な
役
割
」

一
般
職
員
（
主
事
・
技
師
級
）

係
長
級

課
長
補
佐
級

管
理
職
（
課
長
級
以
上
）

基
礎
的
職
務
能
力

開
発
期

基
礎
的
職
務
能
力

開
発
期
以
降

基
本
的

な
役
割

業
務
処
理
担
当
者

係
に
お
け
る
業
務
の
実
施
責
任
者

（
係
長
水
準
業
務
の
責
任
者
・
実
施
者
）

管
理
職
の
代
理
・
代
行
責
任
者

（
課
長
補
佐
水
準
業
務
の
責
任
者
・
実
施
者
）

部
・
局
・
課
な
ど
の
組
織
に
お
け
る
総
括
責
任
者

（
管
理
職
水
準
業
務
の
責
任
者
・
実
施
者
）

組 織 運 営 ・ 業 務 管 理

■
所
属
の
組
織
目
標
を
踏
ま
え
た
係
業
務
に
お
け
る

課
題
把
握
、
改
善
方
策
立
案
、
目
標
設
定

■
係
業
務
の
実
施
状
況
等
の
管
理

■
組
織
運
営
・
業
務
管
理
上
の
判
断
、
指
示

■
組
織
目
標
の
具
体
化
、
係
・
担
当
の
業
務
目
標
設
定
に

係
る
調
整
、
助
言
、
指
導

■
業
務
管
理
の
実
務
（
所
属
の
業
務
実
施
状
況
等
の
把

握
な
ど
）

■
安
全
で
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
所
属

内
管
理
、
点
検
等
の
実
務

■
組
織
の
責
任
者
と
し
て
の
判
断
、
決
定

■
県
政
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
た
組
織
目
標
の
設
定

■
組
織
目
標
の
達
成
に
向
け
た
職
員
へ
の
業
務
配
分
、

業
務
指
揮

■
組
織
と
職
員
の
能
力
発
揮
を
支
え
る
安
全
で
働
き
や

す
い
職
場
環
境
づ
く
り

人 材 育 成

■
後
輩
職
員
に
対
す

る
職
務
上
の
助
言
、

指
導
、
育
成

■
部
下
職
員
の
能
力
、
適
性
等
の
把
握
と
能
力
開
発
の

視
点
か
ら
の
指
導
、
育
成

■
能
力
開
発
の
視
点
か
ら
の
指
導
、
育
成
（
人
事
評
価
結

果
に
基
づ
く
育
成
方
針
な
ど
を
管
理
職
と
共
有
し
た
上

で
行
う
も
の
）

■
適
正
な
人
事
評
価
の
実
施
と
そ
の
結
果
の
活
用
な
ど

に
よ
る
職
員
の
人
材
育
成

■
職
員
の
能
力
開
発
・
向
上
に
向
け
た
意
欲
を
高
め
る

環
境
づ
く
り

業 務 実 施

■
的
確
な
担
当
業
務
の
処
理
、
進
行
管
理

■
通
常
の
業
務
処
理
に
お
け
る
調
整
、
連
携
、
説
明

■
的
確
な
担
当
業
務
の
処
理
、
進
行
管
理

■
新
規
、
異
例
な
業
務
処
理
な
ど
に
お
け
る
調
整
、
連

携
、
説
明

■
施
策
や
事
業
な
ど
の
企
画
立
案
、
事
業
等
の
実
施
・
進

行
管
理

■
重
要
な
調
整
、
連
携
、
説
明

■
係
・
担
当
間
の
調
整
・
と
り
ま
と
め

■
県
政
全
般
の
広
い
視
点
に
立
っ
た
重
要
な
施
策
や
方

針
の
企
画
立
案
、
事
業
等
の
実
施

■
特
に
重
要
な
調
整
、
連
携
、
説
明
（
外
部
に
対
す
る
も

の
な
ど
）

（
備
考
）

※
副
主
幹
、
主
幹
、
参
事
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
職
の
場
合

プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
「
業
務
実
施
」
と
併
せ
て
、
担
当
業
務
領
域
に
お
け
る
責
任
者
と
し
て
、
各
職
位
に
掲
げ
る
基
本
的
な
役
割
と
同
水
準
の
「
組
織
運
営
・
業
務
管
理
」
「
人
材
育
成
」
の
役
割
も
担
う

基
本
的
な
役
割
と
し
て
は
、
「
業
務
実
施
」
が
特
に
重
要

（
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
役
割
が
中
心
）

基
本
的
な
役
割
と
し
て
は
、
「
組
織
運
営
・
業
務
管
理
」
「
人
材
育
成
」
が
特
に
重
要

（
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
が
中
心
）

基
本
的

な
役
割

の
比
重

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割

主
に
・
・
・
組
織
運
営
・
業
務
管
理
、
人
材
育
成

プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
役
割

主
に
・
・
・
業
務
実
施

※
「
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
」
と
「
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
役
割
」
の
比
重
は
、
同
じ
職
位
で
あ
っ
て
も
、
ラ
イ
ン
職
・
ス
タ
ッ
フ
職
と
し
て
の
立
場
や
業
務
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る

係
長
級

一
般
職
員

管
理
職

課
長
補
佐
級

（
人
材
育
成
・
能
力
開
発
基
本
方
針
）
Ｐ
．
４
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1 

 

はじめに 

 

 平成 25年 4月に、厚生労働省健康局から発出された「地域における保健師の保健活動

に関する指針」には、保健師は個人及び地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図るた

めに所属組織にかかわらず、保健活動を行うことと明記されています。今まさに、地区担当

制の推進や地域診断に基づく PDCAサイクルの実施、保健・医療・福祉・介護等が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築の実現が求められています。それらを具現化し、推

進していくために、保健師には牽引役が期待されます。 

一般的に専門職とは、高度な専門知識や技能を有する職を指し、資格認定等によってその

職の専門性への社会的認知を含むものとされています。保健師は国家資格を有する専門職

ですが、資格を持つだけでなく、日々の実践の積み重ねやそれらを補完する OJT と Off-JT

を合わせた研修や自己研鑽をもってその専門性を高めていく職種でもあります。 

保健師における人材育成や専門性の評価は、これまで保健師の経験年数を基軸に考えら

れてきた歴史があります。しかし、厚生労働省から｢自治体保健師の標準的なキャリアラダ

ー｣が示されたことで、保健師の能力に照準を当てた人材育成の推進が始まりました。この

キャリアラダーが組織の中に位置づくことで、他職種に保健師の専門性への理解を促すこ

とに繋がると考えられます。そこで、日本看護協会は、日本保健師連絡協議会協力のもと、

検討委員会を立ち上げ、基礎教育・実践力と連動させながら、キャリアラダーに沿って到達

度を検討し、それをこのチェックリストとして作成しました。 

保健師のキャリア形成を推進する体制が整備されることは、保健師自身の職務意欲の向

上、能力の維持・向上とともに、実践力の発揮が期待されます。延いては、国民への保健活

動の質の担保にも繋がります。 

尚、本チェックリストは今後も現状に合わせてさらに精錬させていく予定です。自治体の

皆様にはぜひ、厚生労働省のキャリアラダーを参考にしながら自組織でのキャリアラダー

を策定していただきたいと思います。その到達度を検討する際にこの「保健活動到達状況の

チェックリスト」をご参照いただき、お気づきの点がありましたら、ぜひお知らせいただけ

ますと幸いです。 

 

                                                 平成 29年 3月 
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≪Ⅰ．「保健活動到達状況のチェックリスト」の考え方≫ 

 

 

2 

 

１．「保健活動到達状況のチェックリスト」とは 

 保健活動到達状況のチェックリスト（以下、チェックリスト）は「保健師は、様々な活動

を連動させながら保健活動を行う」ということを前提として、本検討委員会にて議論し、作

成した。この重要な前提を表している関連図を次ページに示す。 

なお、チェックリストは、保健師が、自ら行う活動の到達状況を確認できる内容となって

いる。また、全ての項目を自立してできる者をいわゆる「一人前の保健師」と考える。「一

人前の保健師」とは「一部の領域に偏ることなく、保健師としての公衆衛生看護活動の“コ

ア”が獲得できている者」とする。これは、おおよそ中堅前期の保健師であり、厚生労働省

のキャリアラダーにおける A-3レベルに相当するものと想定する。 

２．作成の枠組み 

 厚生労働省のキャリアラダーを全国的に活用していくためには、求められる能力の獲得

状況を測るため、具体的な到達状況の確認項目が必要であると考えた。そこで、日本看護協

会では現場の保健師、大学教員、保健活動の有識者等を募り、本検討委員会を立ち上げた。

その中で「一人前の保健師」、つまり、A-3レベルの保健師に求められる保健活動の到達状

況とその確認項目について協議した。度重なる協議の上で、共通していた重要事項として

“保健師は、「個人・家族への支援」「集団への支援」「地域への支援」「事業化・施策化」に

おける様々な活動を連動させながら保健活動を行う“ということが挙げられる。なお、本検

討委員会の委員には産業分野の保健師も加わり、産業分野における活用性も検証している。

このプロセスでは、既に全国の自治体が独自に開発している保健師の活動指針や人材育成

ガイドライン等を参考にし、検討内容の妥当性・汎用性を委員会にて確認した。 

～チェックリスト活用方法の考え方～ 

A-1～A-2、A-4～A-5 レベルの保健師がチェックリストを活用したい時は、評価段階（1：指導の下

でできる、2：自立してできる、3：指導できる）を以って評価する必要がある。A-1～A-2 レベルの場

合、全て自立して実践できることを目指して活動することが期待される。また、A-4～A-5レベルの保健

師では、全て自立して実践できることを前提に、「指導できる」項目を増やしていけるような活動が期待さ

れる。 

チェックリストにおける保健活動とは… 

 保健活動とは、「住民に対する直接的な保健や福祉等の支援を提供し、それら

の総合調整に重点を置いて活動するとともに、地域保健関連施策の企画、立案、

実施及び評価、総合的な健康施策への積極的関与を行うこと」である。 

これを受け、チェックリストの作成にあたり、本検討委員会では保健活動を、

厚生労働省から示された「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」※1におけ

る、「個人・家族への支援」「集団への支援」「地域への支援」「事業化・施策化」

といった活動領域を連動させながら展開するものとして整理した。 

※1…自治体保健師の標準的なキャリアラダー（厚生労働省、2016年） 
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3 

 

３．保健活動の関連図とその考え方 

 「個人・家族への支援」「集団への支援」「地域への支援」「事業化・施策化」が連動する

ということは、下記のように関連していると整理した。 

 

【関連図の考え方】 

● 保健師の用いる支援技術「個人・家族への支援」「集団への支援」「事業化・施策

化」は、「地域への支援」と相互に関連し重層的に展開される（①、②、③：赤矢印）。 

● ④の「個人・家族への支援」と「集団への支援」、⑤の「集団への支援」と「事

業化・施策化」、⑥の「事業化・施策化」と「個人・家族への支援」も相互に関

連して展開される（青矢印）。 

● ④～⑥は、「地域への支援」を経由し、それぞれの支援技術を同次元的に展開している

（⑦、⑧、⑨：黒実線）。 

 

 

 

 

 

 

・事業評価・改善・立案 
・予算計画の立案・獲得 
・保健福祉計画の立案・

評価 等 事業化・施策化 ・支援関係づくり 
・家族単位の支援 
・ケアチームづくり 等 個人・家族への支援 

・集団を対象とした健康

教育 
・グループワーク 等 集団への支援 ③ 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

・地域診断 
・地区組織の育成・支援 
・地域ケアシステムづくり 
・社会資源開発 等 地域への支援 

⑨ 

⑧ 

⑦ 

地域支援への経由 地域支援への経由 

地域支援への経由 

図：保健師による支援技術の関連図※

※杏林大学教授 大木幸子委員提供 

（日本看護協会 保健師のキャリア形成検討委員会にて一部改変） 
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を

実
践

で
き

る
　

②
必

要
な

社
会

資
源

の
利

用
を

促
し

、
調

整
で

き
る

　
③

実
践

の
進

捗
に

つ
い

て
、

上
司

や
先

輩
に

報
告

･相
談

で
き

る
4
)-

(2
)必

要
時

、
集

団
に

よ
る

支
援

を
活

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
集

団
で

の
支

援
が

有
効

か
ど

う
か

判
断

で
き

る
　

②
必

要
に

応
じ

て
、

個
人

と
集

団
を

繋
げ

る
こ

と
が

で
き

る
5
)-

(1
)記

録
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
客

観
的

情
報

と
伝

聞
情

報
を

分
け

て
記

録
で

き
る

　
②

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
記

載
で

き
る

　
③

記
録

の
中

で
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

ふ
ま

え
次

に
何

を
す

べ
き

か
  

  
 記

載
で

き
る

5
)-

(2
)支

援
の

評
価

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
　

①
目

標
の

達
成

度
を

定
期

的
に

評
価

・
修

正
で

き
る

　
②

支
援

者
の

支
援

目
標

や
支

援
内

容
に

つ
い

て
、

個
別

ケ
ア

　
　

 会
議

等
で

評
価

・
調

整
が

で
き

る
　

③
個

別
の

事
例

か
ら

地
域

の
健

康
課

題
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

る
　

④
評

価
の

内
容

に
つ

い
て

、
上

司
や

先
輩

に
報

告
･相

談
で

き
る

　
⑤

地
域

に
必

要
な

資
源

を
推

定
で

き
る

6
)-

(1
)上

司
や

先
輩

に
報

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
一

人
で

の
支

援
が

困
難

な
事

例
は

上
司

や
先

輩
に

　
　

 報
告

・
相

談
で

き
る

1
)-

(1
)1
-1
「
個
人
お
よ
び
家
族
へ
の
支

援
」
、
2
-1
「
地
区
診
断
・
地
区
活
動
」

を

通
し

て
、

共
通

の
健

康
課

題
を

抱
え

た
人

々
を

集
団

と
し

て
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
地

区
活

動
や

健
康

相
談

等
か

ら
共

通
課

題
を

  
  

  
持

つ
人

々
を

抽
出

で
き

る
　

②
共

通
課

題
を

持
つ

人
々

を
支

援
が

必
要

な
　

　
 集

団
と

し
て

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

2
)-

(1
)支

援
の

有
効

性
を

ア
セ

ス
メ

ン
ト

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

集
団

が
持

つ
特

性
を

関
係

者
に

説
明

で
き

る
　

②
集

団
の

ア
プ

ロ
ー

チ
の

必
要

性
を

関
係

者
に

  
  

  
説

明
で

き
る

　
③

集
団

の
特

性
を

踏
ま

え
て

、
集

団
で

の
支

援
  

  
 が

有
効

で
あ

る
か

ア
セ

ス
メ

ン
ト

で
き

る
3
)-

(1
)支

援
に

関
す

る
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
を

展
開

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

必
要

な
支

援
に

つ
い

て
、

企
画

、
実

施
、

　
　

 評
価

を
実

施
で

き
る

4
)-

(1
)個

別
と

集
団

を
連

動
さ

せ
て

、
支

援
を

実
践

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

個
別

支
援

対
象

に
共

通
す

る
健

康
課

題
を

  
  

  
抽

出
し

、
集

団
支

援
に

繋
げ

る
こ

と
が

で
き

る
　

②
集

団
支

援
を

通
し

て
、

個
別

の
ケ

ー
ス

マ
ネ

ジ
  

  
  

メ
ン

ト
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

1
)-

(1
)1
「
対
人
支
援
活
動
」
、
2
「
地
域
支

援
活
動
」

を
通

し
て

、
地

区
の

特
性

を
把

握
し

、
健

康
課

題
と

そ
の

解
決

方
策

を
推

定
す

る
こ

と
が

で
き

る 　
①

地
区

内
で

既
に

あ
る

組
織

や
そ

の
活

動
状

況
  

  
  

を
把

握
で

き
る

　
②

住
民

の
あ

る
べ

き
姿

と
現

実
の

差
異

を
判

断
  

  
 で

き
る

　
③

地
区

の
社

会
的

・
文

化
的

・
歴

史
的

背
景

か
ら

  
  

 地
区

の
課

題
を

推
定

で
き

る
　

④
日

常
の

保
健

活
動

か
ら

地
区

の
課

題
を

推
定

  
  

  
で

き
る

　
⑤

日
常

の
保

健
活

動
を

統
合

し
て

、
地

域
診

断
を

　
  

 行
う

こ
と

が
で

き
る

　
⑥

関
連

す
る

他
課

の
地

区
診

断
を

把
握

し
た

  
  

 上
で

、
係

内
で

地
域

診
断

を
行

っ
た

　
⑦

地
区

診
断

あ
る

い
は

地
域

診
断

の
結

果
を

  
  

  
同

僚
や

住
民

・
関

係
者

と
共

有
し

、
地

域
の

  
  

  
健

康
課

題
と

そ
の

解
決

方
策

を
協

議
で

き
る

2
)-

(1
)地

域
診

断
を

事
業

計
画

の
立

案
に

反
映

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

地
域

診
断

の
結

果
を

も
と

に
、

挙
が

っ
た

課
題

  
  

 を
解

決
で

き
る

よ
う

に
事

業
計

画
を

修
正

  
  

 で
き

る
3
)-

(1
)地

区
活

動
計

画
に

つ
い

て
提

案
す

る
　

①
地

区
活

動
計

画
の

内
容

を
理

解
で

き
る

　
②

地
区

活
動

計
画

に
盛

り
込

む
べ

き
要

素
を

　
　

 提
案

で
き

る

1
)-

(1
)地

域
で

活
動

し
て

い
る

組
織

と
協

働
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
組

織
の

発
展

段
階

を
判

断
で

き
る

　
②

発
展

段
階

に
応

じ
た

支
援

の
方

向
性

を
　

　
 関

係
者

に
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

③
組

織
の

発
展

段
階

に
応

じ
て

、
支

援
で

き
る

　
④

組
織

に
関

連
す

る
担

当
地

区
の

事
業

計
画

へ
  

  
 の

参
画

を
促

す
こ

と
が

で
き

る
2
)-

(1
)組

織
の

発
展

や
課

題
解

決
へ

の
取

り
組

み
を

支
援

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

主
体

性
を

尊
重

し
て

協
働

で
き

る
　

②
支

援
の

必
要

性
を

判
断

で
き

る
　

③
課

題
解

決
能

力
を

引
き

出
す

こ
と

が
で

き
る

　
④

組
織

を
構

成
す

る
人

が
よ

り
健

康
を

獲
得

　
　

 で
き

る
よ

う
な

支
援

を
実

践
で

き
る

3
)-

(1
)組

織
化

を
提

案
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
健

康
課

題
②

発
展

段
階

に
応

じ
て

、
組

織
を

　
　

 構
成

す
る

人
と

と
も

に
改

め
て

必
要

な
も

の
の

  
  

  
組

織
化

を
提

案
で

き
る

　
③

発
展

段
階

に
応

じ
て

、
協

働
で

き
る

1
)-

(1
)1
-1
「
個
人
お
よ
び
家
族
へ
の
支
援
」

～
2
-2
「
地
域
組
織
活
動
」

を
通

し
て

、
地

域
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

イ
メ

ー
ジ

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

地
域

診
断

の
結

果
を

踏
ま

え
た

上
で

、
  

  
  

担
当

地
区

に
お

い
て

、
今

求
め

ら
れ

て
い

る
　

　
 ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

姿
を

イ
メ

ー
ジ

で
き

る
　

②
想

定
で

き
る

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

協
議

　
　

 す
べ

き
関

係
者

を
検

討
で

き
る

  
③

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
課

題
に

つ
い

て
　

　
 関

係
者

と
意

見
交

換
で

き
る

　
④

課
題

解
決

の
た

め
の

方
策

を
イ

メ
ー

ジ
で

き
る

2
)-

(1
)1
-1
「
個
人
お
よ
び
家
族
へ
の
支
援
」

～
2
-2
「
地
域
組
織
活
動
」

を
踏

ま
え

て
、

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

検
討

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

想
定

で
き

る
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
に

向
け

て
、

関
係

  
  

  
機

関
と

協
働

し
て

、
担

当
地

区
の

ケ
ア

シ
ス

  
  

  
テ

ム
構

築
を

検
討

す
る

場
を

設
定

で
き

る
　

②
担

当
業

務
の

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
改

善
や

  
  

  
開

発
の

必
要

性
を

検
討

で
き

る
　

③
健

康
課

題
と

特
性

を
踏

ま
え

た
地

域
ケ

ア
  

  
  

シ
ス

テ
ム

を
提

言
で

き
る

保 健 活 動 の 確 認 項 目

1
　
対
人
支
援
活
動

活
動

領
域

1
)-

(1
)1
「
対
人
支
援
活
動
」
、
2
「
地
域
支

援
活
動
」

を
通

し
て

、
一

連
の

流
れ

を
事

業
化

に
反

映
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
既

存
の

事
業

・
活

動
を

評
価

で
き

る
　

②
評

価
の

結
果

見
え

て
き

た
課

題
を

整
理

　
　

 で
き

る
  

③
事

業
・
活

動
に

お
け

る
目

的
・
目

標
を

　
　

 確
認

し
、

課
題

解
決

に
向

け
た

見
直

し
や

　
 　

新
規

事
業

を
提

案
で

き
る

  
⑤

多
職

種
と

協
働

し
、

事
業

や
活

動
の

合
意

  
  

  
形

成
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
⑥

担
当

事
業

に
関

す
る

企
画

や
予

算
を

　
　

 作
成

で
き

る

103 



  

 

5
 

 

 

4
-1
．
健
康
危
機
管
理
の
体
制
整
備

4
-2
．
健
康
危
機
発
生
時
の
対
応

5
-1
．
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く

事
業
・
施
策
評
価

5
-2
．
情
報
管
理

5
-3
．
人
材
育
成

A
-3
に

求
め
ら

れ
る
能

力

・
地
域
特
性
を
踏
ま
え
健
康
危
機
の
低
減
の
た
め
の
事
業
を
提
案
で
き
る

・
必
要
な
情
報
を
整
理
し
組
織
内
外
の
関
係
者
へ

共
有
で
き
る

・
変
化
す
る
状
況
を
分
析
し
、
二
次
的
健
康
被
害

を
予
測
し
、
予
防
活
動
を
計
画
、
実
施
で
き
る

・
所
属
係
内
で
事
業
評
価
が
適
切
に
実
施
で
き
る

よ
う
後
輩
保
健
師
を
指
導
で
き
る

・
事
業
計
画
の
立
案
時
に
評
価
指
標
を
適
切
に
設

定
で
き
る

・
所
属
係
内
の
保
健
師
が
規
則
を
遵
守
し
て
保
健

活
動
に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
よ
う
指
導
で
き
る

・
後
輩
保
健
師
の
指
導
を
通
し
て
人
材
育
成
上
の

課
題
を
抽
出
し
、
見
直
し
案
を
提
示
で
き
る

・
研
究
的
手
法
等
を
用
い
た
事
業
評
価
が
で
き
る

・
保
健
師
の
活
動
の
理
念
で
あ
る
社
会
的
公
正

性
・
公
共
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
活
動
を
倫
理
的

に
判
断
で
き
る

到 達 状 況

1
)健

康
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
い

て
、

健
康

危
機

管
理

の
体

制
整

備
を

理
解

で
き

る
2
)平

常
時

か
ら

の
準

備
の

必
要

性
を

理
解

し
、

住
民

と
協

働
し

て
、

健
康

危
機

低
減

の
た

め
の

事
業

を
実

施
で

き
る

1
)状

況
把

握
を

で
き

る
上

で
、

必
要

な
予

防
活

動
を

実
施

で
き

る
2
)マ

ニ
ュ

ア
ル

に
沿

っ
て

行
動

し
、

関
係

者
と

情
報

共
有

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
3
)自

身
の

身
の

安
全

を
守

る
こ

と
が

で
き

る
4
)自

身
の

立
場

で
主

体
的

に
動

く
こ

と
と

、
指

示
を

受
け

る
べ

き
こ

と
の

判
断

が
で

き
る

1
)P

D
C

A
に

基
づ

い
て

施
策

の
評

価
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

1
)法

令
や

規
則

を
遵

守
し

て
、

保
健

活
動

に
係

る
情

報
を

扱
う

こ
と

が
で

き
る

2
)担

当
業

務
に

関
し

て
、

他
部

署
や

関
係

機
関

、
住

民
へ

情
報

の
発

信
が

で
き

る
3
)収

集
で

き
る

情
報

を
適

切
に

管
理

で
き

る

1
)自

己
の

能
力

の
到

達
度

を
確

認
で

き
る

2
)後

輩
保

健
師

の
指

導
を

実
践

し
、

必
要

時
見

直
し

案
を

提
案

で
き

る
3
)職

場
内

等
で

の
学

習
会

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

1
)根

拠
に

基
づ

い
た

安
全

で
安

心
な

保
健

活
動

を
展

開
で

き
る

2
)人

の
生

命
お

よ
び

尊
厳

を
尊

重
で

き
る

保
健

活
動

が
で

き
る

3
)保

健
師

と
し

て
成

長
し

続
け

ら
れ

る
4
)業

務
・
活

動
へ

の
建

設
的

疑
問

や
研

究
的

視
点

を
も

っ
た

活
動

評
価

を
行

う
こ

と
が

で
き

る

保 健 活 動 の 確 認 項 目

1
)-

(1
)マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

、
体

制
整

備
を

理
解

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

理
解

し
、

説
明

で
き

る
　

②
組

織
内

外
に

お
け

る
各

部
署

の
役

割
を

説
明

で
き

る
2
)-

(1
)健

康
危

機
低

減
の

た
め

の
活

動
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

　
①

日
常

の
地

区
活

動
よ

り
、

地
区

の
健

康
危

機
の

リ
ス

ク
を

  
  

  
把

握
し

、
発

信
で

き
る

　
②

関
係

者
と

対
策

を
検

討
で

き
る

　
③

起
こ

り
う

る
健

康
危

機
発

生
時

の
担

当
地

域
や

ケ
ー

ス
に

  
  

  
関

す
る

リ
ス

ク
を

想
定

で
き

る
　

④
担

当
地

域
の

健
康

危
機

管
理

体
制

整
備

の
不

備
と

改
善

　
　

 の
方

向
性

に
つ

い
て

提
案

で
き

る
　

⑤
住

民
と

と
も

に
、

健
康

危
機

に
備

え
た

活
動

を
実

施
で

き
る

【
自

然
災

害
】

1
)-

(1
)状

況
判

断
と

予
防

活
動

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
　

①
変

化
す

る
状

況
を

把
握

し
、

二
次

的
な

被
害

を
  

  
 予

測
で

き
る

　
②

関
係

者
に

情
報

を
報

告
・
共

有
で

き
る

　
③

住
民

の
健

康
支

援
の

た
め

の
予

防
活

動
を

  
  

 計
画

、
実

施
で

き
る

【
感

染
症

】
2
)-

(1
)関

係
者

と
情

報
共

有
を

行
い

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
沿

っ
て

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

指
令

系
統

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
沿

っ
て

行
動

  
  

 で
き

る
　

②
組

織
内

外
の

必
要

な
情

報
を

整
理

で
き

る
　

③
関

係
者

と
情

報
の

共
有

に
つ

い
て

提
案

  
  

  
で

き
る

【
共

通
】

3
)-

(1
)自

身
の

身
の

安
全

を
確

保
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
経

時
的

な
記

録
の

必
要

性
を

理
解

で
き

る
　

②
健

康
危

機
発

生
に

関
す

る
記

録
を

残
す

こ
と

  
  

  
が

で
き

る
　

③
自

身
の

安
全

を
守

る
こ

と
が

で
き

る
　

④
自

身
の

状
況

を
上

司
や

同
僚

に
随

時
報

告
  

  
  

で
き

る
4
)-

(1
)と

る
べ

き
行

動
を

判
断

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
①

主
体

的
に

や
る

べ
き

行
動

を
理

解
で

き
る

　
②

指
示

を
受

け
る

べ
き

こ
と

理
解

で
き

る

1
)-

(1
)施

策
に

つ
い

て
、

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

に
基

づ
く

評
価

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
　

①
所

掌
す

る
事

業
・
活

動
に

関
し

、
関

係
者

を
  

  
 交

え
て

、
評

価
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

　
②

評
価

を
踏

ま
え

て
、

改
善

を
提

案
で

き
る

4
　
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
活
動

活
動

領
域

6
．
保
健
師
の

活
動
基
盤

5
　
管
理
的
活
動

1
)-

(1
)自

己
の

能
力

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
自

分
の

能
力

の
到

達
度

を
確

認
で

き
る

　
②

自
ら

の
学

習
課

題
を

明
確

化
で

き
る

2
)-

(1
)後

輩
保

健
師

の
指

導
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

　
①

後
輩

保
健

師
の

到
達

度
を

確
認

し
、

指
導

や
  

  
  

助
言

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
　

②
後

輩
保

健
師

の
自

律
性

・
自

主
性

を
尊

重
  

  
 で

き
る

2
)-

(2
)後

輩
へ

の
指

導
内

容
を

検
討

す
る

こ
と

が
で

き
る 　

①
指

導
内

容
の

改
善

点
に

つ
い

て
検

討
で

き
る

　
②

人
材

育
成

上
の

見
直

し
等

を
提

案
で

き
る

3
)-

(1
)学

習
会

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

　
①

職
場

内
で

、
学

び
合

う
機

会
を

設
定

で
き

る
　

②
職

場
外

で
、

保
健

医
療

関
係

者
と

と
も

に
、

　
　

 学
び

合
う

機
会

を
設

定
で

き
る

1
)-

(1
)根

拠
に

基
づ

い
た

、
安

全
で

安
心

な
保

健
活

動
を

展
開

す
る

こ
と

が
で

き
る

2
)-

(1
)社

会
的

公
正

性
・
公

共
性

を
念

頭
に

、
人

の
生

命
お

よ
び

尊
厳

を
尊

重
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

①
社

会
的

公
正

性
・
公

共
性

を
理

解
で

き
る

　
②

人
の

生
命

お
よ

び
尊

厳
を

尊
重

で
き

る
活

動
  

  
  

を
実

践
で

き
る

3
)-

(1
)成

長
す

る
た

め
の

活
動

を
実

践
す

る
こ

と
が

で
き

る
4
)-

(1
)研

究
的

視
点

で
活

動
評

価
を

行
う

こ
と

が
で

き
る 　

①
業

務
・
活

動
へ

建
設

的
疑

問
を

持
つ

こ
と

が
  

  
  

で
き

る
　

②
業

務
・
活

動
に

つ
い

て
、

研
究

的
視

点
で

　
　

 活
動

評
価

を
行

う
こ

と
が

で
き

る

1
)-

(1
)法

令
や

規
則

を
遵

守
し

て
、

保
健

活
動

に
か

か
る

情
報

を
扱

う
こ

と
が

で
き

る
2
)-

(1
)担

当
業

務
に

関
し

て
、

他
部

署
や

関
係

機
関

、
住

民
へ

情
報

の
発

信
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

3
)-

(1
)収

集
で

き
る

情
報

を
適

切
に

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
る
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≪Ⅲ．「保健活動到達状況のチェックリスト」で使用している用語の説明≫ 

 

「保健活動到達状況のチェックリスト」 

【使用している用語の説明】 

 

1-1．個人および家族への支援 

○対人支援活動 

  健康課題を持つ個人・家族への支援活動。 

○保健活動 

  検討委員会の中で、公衆衛生看護活動、公衆衛生活動、保健師活動等が混同していたた

め、チェックリストの中では、これらを統一して「保健師による保健活動」とする。 

○家族機能 

  家族の機能の中には、情緒機能、社会化と社会付置機能（生産的な社会人を輩出するた

めに、子どもへの初期の社会化を主に担い、同時に家族員としての地位を子どもに与え

る）、生殖機能、経済機能、ヘルスケア機能がある。※1 

○支援の評価 

  計画、実施、成果とその達成度、活動の基盤（法令・環境・体制）を客観的に分析する

こと。※2 

○調整 

  個人および家族に適したサービスや資源を検討し、適した活用方法を導入する。 

 

1-2．集団への支援 

○集団の支援 

  同じ課題を抱えている人達の集まり（グループワーク、母親学級、健康教室、健康学習、

健康教育等）への保健活動の提供のこと。集団とは、既存の集団と、新しく事業として作

ったグループを含む。 

○PDCA 

  Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（改善）の 4 段階を螺旋的に繰り返す

ことにより、業務を改善し、成果を可視化すること。 

 

2-1．地区診断・地区活動 

〇地区担当制 

  保健所管内又は市町村内をいくつかの地区に分けて、担当保健師を配置し、保健師がそ

の担当地区に責任をもって活動する体制。 

○担当地区（自分の地区） 

  一人の保健師が担当する地区。 
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○業務担当 

  法定業務や自治体が企画した事業を担当し、その業務の遂行に責任をもつこと。 

○地区活動 

 地域の健康格差を縮小させながら、健康水準の向上をもたらすために、一人ひとりの健

康問題を地域社会の健康問題と切り離さずに捉え、個人や環境、地域社会に働きかけ、個

別はもちろん、地域の動きを作り出す保健活動。※3 

○地域診断 

地域住民の健康上の課題とその背景を明らかにするとともに、その解決方法を見いだ

す保健活動の 1つのプロセス、技術。※4 単に地域の概況の理解にとどまらず、地域での

看護活動の目標や方向性を明確にし、以後の活動に繋げるものとして意義を持つ。※5 

○地区活動計画 

  広域的な視点で地域全体の課題を把握した上で、狭域的な視点で自分の担当地区にあ

る課題を見出し、担当地区の課題に注目して活動するための計画のこと。 

 

2-2．地域組織活動 

○組織化 

共通の目的を達成するために一人一人が集結して、新たな組織を作ること。 

○ニーズ 

  住民における客観的な必要性。生活していく上での基本的な要求、または課題のこと。 

 

2-3．ケアシステムの構築 

○地域ケアシステム 

  支援やケアを要する住民が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を続けられるよ

うに、地域の住民と保健、医療、福祉などの関係者、関係機関が、互いに必要な情報を共

有し、協力しあい、力をつけあい、包括的なニーズ把握と解決の方向性および総合的一体

的なサービスの提供、調整、開発などについて、全体として組織的系統的かつ効果的効率

的に検討し、まとまった機能を発揮する集合体。※6 

 

4-1．健康危機管理の体制整備 

○健康危機管理 

  自然災害、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生

命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康危機の発生予防、拡大防止、治療等に

関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。※7 

 

5-1．PDCAサイクルに基づく活動、施策評価 

○管理的活動 
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  保健活動における、従事者の指揮や組織の運営に関する活動。 

 

5-3．人材育成 

○地域の支援者 

  民生委員・児童委員やその他公的機関の職員（青少年地区委員、保健所等関係職員、児

童相談センター・児童相談所職員、保護司等）、民間支援機関の職員及びボランティア等。 

 

6．保健師の活動基盤 

○倫理 

  社会の中で生活するときに「これは善いことか、正しいことか」と判断するときの根拠。

社会生活を送る上での一般的な決まり事。日本看護協会では、「看護者は、人間の生命、

人間としての尊厳及び権利を尊重する。」等、看護者の倫理綱領を示している。※8 

 

【引用資料】 

※1･･･家族看護学－理論とアセスメント－、Friedman, M、へるす出版、1993年 

※2･･･統括保健師の実践の評価（集合研修 PPT）、平野かよ子、2016年 

※3･･･平成 20 年度地域保健総合推進事業地区活動のあり方とその推進体制に関する検討会報告書、2009年 

※4･･･いまを読み解く保健活動のキーワード、鳩野洋子他、医学書院、2002年 

※5･･･地区診断と健康教育指導案作成を組み合わせた教育プログラムによる学生の学び、滝澤寛子他、人間看護学研究、

2006年 

※6･･･看護大辞典（第 2版）、和田功他、医学書院、2010年 

※7･･･厚生労働省健康危機管理基本指針、厚生労働省、2001年 

※8･･･看護者の倫理綱領、日本看護協会、2003年 

 

【参考資料】 

・「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」、保健師に係る研修のあり方等に関する検討会 最終とりまとめ～自治体

保健師の人材育成体制構築の推進に向けて～、厚生労働省、2016年 

・滋賀県保健師活動指針、滋賀県地域保健従事者現任教育検討会（滋賀県健康長寿課）、2014年 

・自治体保健師のキャリアパスモデルの開発分担研究報告書、中板育美、（平成 27 年度厚生労働科学研究補助金【健康

安全・危機管理対策総合研究事業】地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究、研究代表者：国立保健医療

科学院 奥田博子）、2015年 

・地域組織活動の評価法に関する研究（3）、斉藤進他、日本子ども家庭総合研究所紀要 第 42集、2006年 

・中堅期保健師の人材育成に関するガイドラインおよび中堅期保健師の人材育成に関する調査研究報告書、地域保健総

合推進事業（全国保健師長会協力事業）、財団法人 日本公衆衛生協会分担研究事業者：永江尚美、2012年 

・日本看護研究学会雑誌 35巻 4号、一般社団法人日本看護研究学会、2012年 

・日本地域看護学会誌 vol.16, No.2、日本地域看護学会、2013年 

・保健師教育における地域診断技術教育の意義と到達目標、佐伯和子、保健師ジャーナル vol.71、2015年 

・保健師人材育成ガイドライン＝新任期保健師編＝、相模原市健康福祉局保健所地域保健課、2011年 

・保健師に求められる看護管理のあり方―地域保健における看護管理の概念整理―、保健師に求められる看護管理のあ

り方検討小委員会報告書、日本看護協会、2003年/2004年 
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Ⅳ．委員名簿（保健師のキャリア形成検討委員会） 

 

委員長： 平野 かよ子 長崎県立大学／副学長、看護栄養学部教授 

（日本保健師活動研究会／会長） 

委員： 大神 あゆみ 大神労働衛生コンサルタント事務所／代表 

（一般社団法人日本産業保健師会／会長） 

  大木 幸子 杏林大学 保健学部看護学科／教授 

（一般社団法人全国保健師教育機関協議会／理事） 

  岡本 玲子 大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻  

統合保健看護科学分野／教授 

（一般社団法人全国保健師教育機関協議会／前副会長） 

  嘉代 佐知子 横浜市 健康福祉局 地域福祉保健部 福祉保健課／ 

人材育成担当課長 

（全国保健師長会／監事） 

  佐久間 清美 学校法人中西学園 名古屋学芸大学  

ヒューマンケア学部／教授（特任） 

（日本看護協会保健師職能委員会／副委員長） 

 橋本 雅美 西多摩保健所 保健対策課／ 

統括課長代理（地域保健第二係長） 

（日本公衆衛生看護学会） 

  鳩野 洋子 九州大学大学院 医学研究院保健学部門／教授 

（日本公衆衛生看護学会／理事） 

  松浦 美紀 新宿区 健康部 健康づくり課／健康長寿担当副参事 

（日本保健師活動研究会／幹事） 

  森永 裕美子 国立保健医療科学院 生涯健康研究部  

公衆衛生看護研究領域／主任研究官 

 山野井 尚美 岡山県 保健福祉部 健康推進課／副課長 

（全国保健師長会／副会長） 

※日本保健師連絡協議会を構成する 6団体から委員の推薦を得た。 

 

 

 

 

 

 

  

  平成 29年 3月 31日現在 

（五十音順、敬称略） 
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＜事務局＞ 

担当理事  中板 育美  公益社団法人 日本看護協会／常任理事 

担当部署  村中 峯子  公益社団法人 日本看護協会／健康政策部長 

橋本 結花  公益社団法人 日本看護協会健康政策部保健師課 

／健康政策専門職 

小石澤 素子 公益社団法人 日本看護協会 健康政策部保健師課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

発行日 平成 29 年 3 月 31 日 

   編 集 公益社団法人 日本看護協会 健康政策部保健師課 

発 行 公益社団法人 日本看護協会 

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 

TEL 03-5778-8831（代表） 

FAX 03-5778-5601（代表） 

URL http://www.nurse.or.jp 

※本冊子からの無断転載を禁じる 
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鳥取県保健師現任教育検討会設置要領 

 

１ 背景及び目的 

保健師の現任教育については、各所属・各自治体に任されている状況であ

るが、保健師の分散配置等により組織的な育成が困難な状況である。また鳥

取県においては、教育についてのプログラム等がなく、特に新人においては

採用された所属によって教育の質と量にばらつきがある。 

そこで、保健師の資質及び実践能力の向上を図るため、県内保健師の教育

における課題を整理し、継続的組織的な初任者保健師の現任教育体制を検討

することを目的に「鳥取県保健師現任教育検討会」を設置する。 

 

２ 委 員 

 (1) 検討会委員は、鳥取大学医学部（医学科・保健学科）、保健所長会、全国保

健師長会鳥取県支部、鳥取県市町村保健師協議会、鳥取県看護協会、市町

村課長、学識経験者で構成する。 

 (2) 検討会委員長は、互選とする。 

 

３ 検討内容等 

(1) 保健師現任教育の現状と課題。 

(2) 保健師の教育体制の再構築。 

(3) 初任者保健師教育ガイドライン（仮称）の作成について。 

（ワーキンググループにより作成） 

(4) (2)(3)についての、県内保健師及び関係者への周知方法について。 

 

４ 開催回数 

   ２回程度とし、必要に応じて追加開催する。 

 

５ その他 

  検討会事務局は、鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課内に置く。                         
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検討会委員名簿（平成２９年度） 

 

＜検討会委員＞ 

氏名 所属機関 職名 備考 出欠 

山根 俊喜 鳥取大学地域学部 教授 有識者  

岡本 玲子 大阪大学大学院 
医学系研究科保健学専攻 教授 有識者 

 
 
 

田村 香奈 倉吉市保健センター 主任保健師 鳥取県看護協会代表 
（保健師職能委員会）  

進野 美穂子 大山町 
地域包括支援センター 課長補佐 鳥取県市町村保健師協議会

副会長  

大塚 月子 東部福祉保健事務所 
健康支援課 課長 全国保健師長会 

鳥取県支部長  

小林 俊一 八頭町保健課 課長 市町村課長  
 

吉田 良平 中部総合事務所福祉保健局 副局長 鳥取県保健所長会代表  

 
＜オブザーバー＞ 

角田 智玲 東部福祉保健事務所 
健康支援課 係長   

坂口 千代 中部総合事務所福祉保健局健

康支援課 課長補佐   

高橋 千晶 西部総合事務所福祉保健局 
健康支援課 課長   

 
＜事務局＞ 

中川 善博 医療政策課 課長   

坂本 裕子 医療政策課医療人材確保室 課長補佐   

永美 知沙 医療政策課医療人材確保室 保健師   

植木 芳美 健康政策課 課長 統括保健師  

河原 英徳 福祉保健課 課長補佐   

小寺 康博 人事企画課 課長補佐   
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鳥取県保健師現任教育検討会ワーキンググループ開催要領 

 

 

１ 目 的 

鳥取県内に従事する保健師の資質向上及び実践能力の向上を図るため、県

内保健師の教育体制を再構築し、初任者保健師教育ガイドライン（仮称）を

作成することを目的とし「鳥取県保健師現任教育検討会」のワーキンググル

ープとして設置する。 
 

２ ワーキングメンバー 

 (1) 県保健師、市町村保健師、学識経験者、鳥取大学医学部保健学科教授等で

構成する。 

 (2) グループリーダーは互選とする。 

 

３ 作業内容等 

検討会の意見を基に、県内保健師の現任教育を推進するための、初任者保健 

師現任教育ガイドライン（仮称）を作成する。 

 

４ 開催期間及び回数 

  平成２４年度内に必要回数開催する。 
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鳥取県保健師現任教育検討会ワーキンググループメンバー（平成２４年度） 
 
＜ワーキングメンバー＞ 

氏名 
 

勤務機関 
 

職名 備考 

松浦 治代 国立大学法人 
鳥取大学医学部保健学科 

教授 
 

保健師養成施設 
 

坂口 千代 東部総合事務所福祉保健局 
健康支援課 

副主幹  

坂本 裕子 中部総合事務所福祉保健局 
健康支援課 

室長  
 

上山 明子 西部総合事務所福祉保健局 
健康支援課 

保健師 
 

    
   

片平 志保 西部総合事務所福祉保健局 
障がい者支援課 

保健師 
 

 

高橋 千晶 日野総合事務所福祉保健局 
福祉保健課 

主幹  

植田 陽子 鳥取市中央保健センター 
 

保健師  

竹中 啓子 倉吉市保健センター 
 

所長補佐  

伊垢離順紅 北栄町健康推進課 
 

室長 
 

 

河本千鶴栄 看護協会保健師職能委員 保健師 
 

【倉吉市保健センター】 

 
＜事務局＞ 
山崎 幸代 
 

医療政策課医療人材確保室 課長補佐 
 

 

谷口 和子 
 

医療政策課医療人材確保室 係長  
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鳥取県保健師現任教育検討会及びワーキングのスケジュール 

 

時期 内    容 

H24.3.27 第1回検討会 

・県内保健師の現状及び課題について 

・保健師の教育体制の再構築について 

・初任者保健師教育ガイドラインの作成について 

5.17 【第1回ワーキング】 

・検討会の意見について 

・今後のスケジュールについて 

・「鳥取県保健師のめざす姿」について 

6.18 

 

【第2回ワーキング】 
・現任教育の体制（OJT、Off-JT）について 
・各階層の目標について。 

7.4 第２回保健師現任教育検討会 

・ガイドライン骨子案について 
7.9 【第３回ワーキング】 

・新人保健師教育計画の具体的方法について 
・フィールド研修について 

7.23 【第４回ワーキング】 

・統括保健師、教育担当者、プリセプターの役割等について 

  8.23 

（1日） 

【第５回ワーキング】 

・ガイドライン（案）全般について 

・初任者の評価方法について 
   9.14 

 （1日） 

【第６回ワーキング】 

・ガイドライン全般について 

・鳥取県保健師のめざす姿について 
  10.12 第３回保健師現任教育検討会開催 

鳥取県と市町村の保健師教育ガイドライン（案）について 
10月中旬 市町村及び福祉保健局にガイドラインに関する意見照会 

10.31 【第７回ワーキング】 

・検討会の意見を受け、ガイドライン（案）の修正 

11月 関係機関への周知 

ガイドラインの配布 
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ラ
ダ
ー
を
盛
り
込
ん
で

＜
見
直
し
の
方
向
性
＞

●
自
分
の
育
ち
を
確
認

で
き
る
標
準
的
な
キ
ャ

リ
ア
ラ
ダ
ー
を
入
れ
込

む
。

●
各
市
町
村
に
よ
り
自

治
体
規
模
や
健
康
課
題

や
保
健
師
数
・
年
齢
構

成
が
異
な
る
た
め
、
具

体
的
な
活
用
や
現
任
教

育
の
あ
り
方
等
を
各
市

町
村
で
検
討
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
る
。

●
県
の
見
直
し
と
し
て

は
あ
く
ま
で
も
標
準
的

な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見

直
し
。

＜
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
＞

●
各
自
治
体
・
所
属
に
お
け
る
行
政
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
保
健
師
全

体
で
の
確
認
・
共
有
に
つ
い
て

●
各
自
治
体
・
所
属
の
保
健
師
の
現
状
に
つ
い
て
保
健
師
数
・
年
齢
構
成

や
育
休
・
産
休
の
割
合
等
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
確
認
・
共
有
に
つ
い

て ●
各
自
治
体
・
所
属
の
保
健
師
の
目
指
す
べ
き
姿
を
保
健
師
全
体
で
の
確

認
・
共
有
に
つ
い
て

●
課
・
所
属
を
越
え
て
の
保
健
師
間
で
協
議
す
る
場
の
有
無
に
つ
い
て

●
初
任
者
保
健
師
の
教
育
計
画
立
案
の
有
無
に
つ
い
て
　
等
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平成３０年度 

「鳥取県と市町村の保健師現任教育ガイドライン」に係る見直しスケジュール 

 
 
 
 
 
 
 

日  程 内      容 

H30.4.17（火） 第１回保健師育成統括者等連絡会（圏域保健所） 

4 月下旬 ワーキングメンバー連絡（継続、依頼等） 

H30.6.8（金） 

13:30～16:30 

中部総合事務所福祉保

健局保健指導室２階

（倉吉市東巌城町２） 

第１回ワーキング 

・29年度ガイドライン見直しに関わる取り組みについて 
・30年度見直しの方向性の確認・共有 
・標準的なキャリアラダー・研修体系等の具体的な作業・協議 
・第２回ワーキング作業内容確認・決定 

第２回ワーキングまで  第１回ワーキング結果を市町村及び保健所へ情報提供。医療政
策課・ワーキングメンバーから各市町村及び所属で作業・意見

を集約。 
H30.8.10（金） 

13:30～16:30 

第２回ワーキング 

・事例設定する等、具体的な活用について検討・協議 
・第３回ワーキング作業内容確認・決定 

第３回ワーキングまで  第２回ワーキング結果を市町村及び保健所へ情報提供。医療政
策課・ワーキングメンバーから各市町村及び所属で作業・意見

を集約。 
 ガイドライン改定版（案）作成 

H30.10.3（水） 第２回保健師育成統括者等連絡会（圏域保健所） 

H30.11.9（金） 

13:30～15:00 

15:00～16:30（ワー

キング引続き開催） 

第３回ワーキング（鳥取県保健師現任教育検討会と抱き合わせ開催） 

・助言者（県内大学教授、学識経験者等）からの意見を受け修正。 
・改定版（案）の内容確認。 

  第３回ワーキング結果を市町村及び保健所へ情報提供。医療政
策課・ワーキングメンバーから各市町村及び所属で作業・意見

を集約。 
H30.12 月 

 

ガイドライン改定版完成 

各市町村・保健所へ送信。 
H31.1 月  市町村、各保健所からへパブリックコメント締め切り。 

H31.2～3 月 関係機関への周知、ガイドラインの配布 

（※）H30 年度ワーキングについては、H29 年度ワーキングメンバーの市町村及び県保健
師メンバーを中心に作業するワーキングを開催し、適宜、県内大学教授・学識経験者

に助言・意見を受け、ガイドライン改定版を作成することとする。 

＜見直しの方向性＞ 

・市町村と県の役割の違い、また自治体規模や保健師数・年齢構成等の隔たりまでは考慮

できないことを前提として、標準的なガイドラインとして見直しを行う。保健師ひとり一

人が自分の育ちを確認できる内容へ改編することとする。 
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「鳥取県と市町村の保健師現任教育ガイドライン」見直し 

ワーキンググループメンバー（H29 年度～） 

 
※H30 年度ワーキングメンバーは黒太枠のメンバーで進めていく（事務局含む）。 
 
＜ワーキングメンバー＞ 

氏名 勤務機関 職名 備考 

浦野こな実 看護協会保健師職能委員会 
（琴浦町子育て健康課） 

役員 保健師  

東原 有加 鳥取市健康子ども部鳥取市

保健所 
保健師  

橋本 弘成 西部総合事務所福祉保健局 
（健康支援課） 

保健師  

川本かづ代 中部総合事務所福祉保健局 
（健康支援課） 

係長  
 

植垣 望 鳥取市中央保健センター 
（健診推進室） 

主任  

加賀田良子 八頭町保健課 主任保健師  

早田 鈴美 倉吉市保健センター 主任保健師  

西田 千紘 米子市こども相談課 保健師  

 
＜助言者＞ 
永江 尚美 
（★） 

前島根県立大学看護学部准

教授 
助言者 （★）左記の４名につい

ては、「鳥取県保健師現

任教育検討会」のメンバ

ーとして位置づけ。必要

時意見等を求めること

とする。 

松浦 治代 
（★） 

国立大学法人 
鳥取大学医学部保健学科 

教授 
 

矢倉 紀子 
（★） 

鳥取看護大学 教授 

中村智恵子 
（★） 

市町村保健師協議会 
（八頭町） 

副会長 

 
＜事務局＞ 

坂本 裕子 医療政策課医療人材確保室 参事（統括保健師）  

永美 知沙 医療政策課医療人材確保室 保健師  
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